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はじめに 

 

 本報告書は、一般社団法人四国ｸﾘｴｲﾄ協会から公立大学法人高知工科大学が受

託した寄付講座「安定成長・高齢化・人口減少時代における新たな公共事業執行

ｼｽﾃﾑに関する調査研究業務」（期間；平成 24 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）

の最大の研究成果といえる「高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一

般条件」の条文と解説が主要部分です。参考資料として、ｽｲｽの地方自治体の公

共工事ｼｽﾃﾑに関する海外訪問調査、ｽｲｽ・ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝ市のﾕﾙｸﾞ・ｴｯﾀｰ建設管理部長

及びﾏｲﾘﾝｹﾞﾝ市に本社がある建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）のｹﾞﾙﾏ社ﾄﾞﾐﾆｸ･ｹﾞﾙﾏ社長を高

知に招聘して開催した公開ｾﾐﾅｰや工事現場視察での意見交換や議論から得られ

た知見や示唆を取り纏めたものです。 

平成 23 年（2011 年）12 月に、高知県建設業協会が独占禁止法違反の疑いで、

公正取引委員会の立入検査を受け、平成 24 年（2012 年）10 月、公正取引委員

会は、国土交通省四国地方整備局が発注する土木一式工事の入札参加業者、すな

わち高知県建設業協会に加盟する建設会社 37 社に対して、独占禁止法の規定に

違反する行為を行っていたとして、同法に基づく排除措置命令及び総額 17 億

5548 万円の課徴金の納付命令を行いました。違反認定された建設会社 37 社は、

高知県等の公共発注者から、6 カ月から 14 カ月の指名停止処分を科せられると

共に、平成 25 年（2013 年）3 月に高知県から 14 億 381 万円の賠償金、同年 7

月に国土交通省四国地方整備局から33億7100万円の違約金を請求されました。 

 一方、公共発注者として、公正取引委員会から官製談合防止法に基づいて改善

措置要求を受けた国土交通省は、四国地方整備局土佐国道、高知河川国道両事務

所の歴代副所長７人を懲戒免職、3 人を停職 6 カ月の懲戒処分という著しく厳

しい措置をとりました。 

 爾来、受注者の高知県建設業協会は、会長以下の役員を一新して倫理委員会の

設立などを柱にした改善計画書を策定し、勉強会を開催するなど法令遵守の一

層の徹底に取り組んで失われた信頼を回復する努力をしています。 

 公共発注者の国土交通省は、官製談合の再発防止を見据えてコンプライアン

ス推進計画を策定して、職員の法令遵守の意識の向上、事業者との接触の透明化、

情報管理の徹底、受注・応札状況の分析・公表等に取り組んで、公共発注者自ら

により厳しい規範を課しています。 

 公共発注者および受注者それぞれの、自らに対するこのような取組みだけで

は、高知県の建設業界における官製談合問題の再発防止策としては不十分であ

るという認識が、高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件を立

案しようとした動機です。 



 

 日本が右肩上がりで成長していた貧しい時代には、とてもうまく機能してい

た公共工事の基本ｼｽﾃﾑは、平成 5 年(1993 年)の大手ｾﾞﾈｺﾝ・ｽｷｬﾝﾀﾞﾙ事件を契機

に少しずつ改革され変化してきました。しかし、段階的・漸進的取組みによる部

分最適した改革だけでは、これからの人口減少・安定成長・高齢化の時代に相応

しい制度設計は困難であると認識しました。部分最適を何回繰り返しても、結局

は全体最悪に陥って閉塞感を払拭できないというのが公共工事を取り巻く建設

業界の実状だったとすれば、高知県の官製談合問題は、しれきった結末の一つと

思われます。 

高知の未来図を見据えた全体最適で整合した公共工事ｼｽﾃﾑの全体像を示そう

とする「社会ｼｽﾃﾑのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ（創新）」が必要な時期にきていると考えられます。 

現在の公共工事の入札・契約制度のままでは、高知県の地元建設会社の健全な

発展の見通しが立たないという問題に真正面から取り組むために、高知の新た

な公共工事ｼｽﾃﾑ研究会を、平成 24 年（2012 年）9 月に設立しました。共謀や腐

敗の排除を常に念頭に置きつつ、地元中小建設会社を企業評価する視座に、地域

産業や自然災害対応への貢献等を考慮した地域親和力の概念を新たに導入しま

した。地元中小建設会社と地域社会の実状を十分に斟酌した、工事の品質や価格

以外の要素を的確に評価できる土木一式工事の入札ｼｽﾃﾑと契約ｼｽﾃﾑのあり方に

ついて調査研究しました。 

 高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会は、平成 27 年（2015 年）2 月までの 2 年半

に、7 回の研究会における意見交換と討議、3 回のﾄﾞｲﾂ・ｽｲｽの地方自治体・地元

中小建設会社の海外訪問聞き取り調査、ｽｲｽ建設関係者を招聘して 2 回のｽｲｽ・

地方自治体の公共工事ｼｽﾃﾑに関する公開ｾﾐﾅｰ、高知の未来図（高知の公共工事ｼ

ｽﾃﾑの将来像）に関するｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、高知県版；公共調達規則に関する意見交換会

等の開催、及びｽｲｽ･ﾄﾞｲﾂの建設工事の入札・契約制度に関する文献・資料収集を

実施しました。 

高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会における意見交換と討議を経て、将来の高

知の全体最適で整合した公共工事ｼｽﾃﾑの全体像の骨格となる高知八策を策定し

ました。高知の様々な立場の土木一式工事関係者が集って、高知県の建設業界の

望ましい将来の全体像を見通しつつ、ﾙｰﾙの創造、すなわち、自らで「ﾙｰﾙを作る、

ﾙｰﾙを活かす、ﾙｰﾙを改める」という姿勢をとったのです。 

「高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件」の第一次原案を、

平成 26 年（2014 年）3 月 31 日に取り纏めました。第一次原案の草稿を、様々

な立場で我が国の公共工事ｼｽﾃﾑに携わっている方々に目を通して頂き、有益で

示唆に富む数多くの御意見と御助言を賜りました。それと同時に、高知県に永住

する可能性が高い母親の方から、高知の未来図、高知のまち・県民像、人間像・

社会像に対する第一原案（公共工事ｼｽﾃﾑ）の役割と貢献のあり方について、有益



 

な御助言と力強い激励の御言葉も頂きました。平成 26 年 7 月 2 日には、高知の

新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会の委員の方々及び高知県の有志の皆様が参画した意

見交換会を開催して、第一次原案の完成度を高める方向について高知県民の叡

知を結集して頂きました。その結果、第二次原案を、平成 26 年（2014 年）11

月 10 日に取り纏めることができました。第二次原案について、高知の新たな公

共工事ｼｽﾃﾑ研究会で更に慎重に熟議した結果が、本報告書にある平成 27 年 3 月

に起草した「高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件」の条文

と解説です。 

 この（試案）による試行工事を一刻も早く実践することが喫緊の課題です。 

 

 本報告書を纏めるにあたり、大変な御苦労をして頂くと共に絶大な御支援と

御尽力を賜りました高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会の幹事・委員・ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

の方々、そして高知県の有志の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

平成 27 年 3 月 

 

                    高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会 

代表幹事 國島 正彦 
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高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件は、高知の新たな公共

工事システム研究会の調査研究成果、および各委員の個人の立場に基づく私的な

意見や見解を、代表幹事が整理し纏めて作成したものである。したがって、各委員の

所属する組織、その地位や立場等の公的な部分の意見や見解とは必ずしも一致し

ていない。さらに、高知県版；公共調達規則（試案）の細部の部分的内容について、

各委員の意見や見解と異なる場合もある。 
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第１章 適用の範囲 

 

第 1条 適用の範囲 

 

本規則は、高知県に拠点をおき、高知県知事許可を受けて、公共工事の範疇であ

る土木一式工事を主たる業務とする建設会社が、高知県において、高知県、高知

市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）が発注する、工事金額が１億円

未満の土木一式工事を施工する場合に適用する。 

 

（解説） 

（１）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）が発注する、工事金額が、一千万

円から数百万円・百数十万円（場合によって数千万円から１億円程度）程度の小規模

な土木一式工事について規定したものである。そして、このような小規模な土木一式

工事の受注者は、それぞれの地方自治体（県市町村）に根付いている、従業員が数十

人程度の地元中小建設会社と想定している。したがって、本規則の規定は、国土交通

省（国）が発注するような工事金額が数億円から数十億円（場合によって百億円超）

程度の大規模な土木一式工事は想定外として適用の範囲から除外した。 

（２）本規則は、公共工事の受注者（元請会社）となる建設企業を、原価構造（収

益・ｺｽﾄ構造）の相違に着目して、建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）と請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）とに

区別している。 

建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）とは、建設工事現場に於ける、現場責任者、監理技術者、現

場監督、建設労働者等は、受注した元請会社の従業員、及び建設工事現場に於ける建

設機械は受注した元請会社の保有機械、という施工体制を基本とした建設企業のこと

である。従業員一人当たりの年間売上高は、二千万円前後であり、高知県の市町村に

土着してきた従業員が数十人程度の地元中小建設会社の企業形態といえる。 

請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）とは、建設工事現場に於ける、現場責任者、監理技術者は、受

注した元請会社の従業員、現場監督、建設労働者等は、下請（孫請）会社の従業員、

及び建設工事現場に於ける建設機械は、受注した元請会社がﾚﾝﾀﾙ会社からﾘｰｽした機

械、あるいは下請会社の保有機械で、という施工体制を基本とした建設企業のことで

ある。従業員一人当たりの年間売上高は、一億円年前後であり、従業員が数千人から

一万人の大手ｾﾞﾈｺﾝの企業形態といえる。 

（３）本規則は、高知県の健全な社会経済活動の礎となる社会基盤施設（道路・港

湾・空港等の交通運輸基盤、河川・海岸・上下水等の水資源、電力・ガス等のｴﾈﾙｷﾞｰ

関連施設、情報通信施設、住宅・建物、都市・地域再開発）の整備・管理・運営、お

よび老朽化した社会基盤施設の維持補修を担うと共に、機動性に富む自然災害・重大

事故対応が可能で、施工技術に優れた持続的経営を実践できる建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

を、高知県の地方自治体（県・市町村の基礎自治体）毎に確保することを目指して規

定されている。 
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（４）本規則は、日本が 20世紀後半の建設投資が単調な右肩上がりの”貧しい”時代

から、安定成長・高齢化・人口減少の”成熟した”時代へと変容し、21世紀の、これ

からの 30年間（2050年）は、公共投資額が増加と減少に不安定に変動する経営環境

となる高知県内の建設市場に適応できる入札・契約ｼｽﾃﾑの制度設計を目指して規定さ

れている。 

 

第 2条 自前施工の原則 

 

高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）

が発注する工事金額が１億円未満の土木一式工事を施工する場合、原則として、自前

施工できる建設企業に発注する。 

 

（解説） 

（１）本規則は、20世紀後半の建設投資が単調な右肩上がりで増加していた時代、す

なわち大量の大型土木構造物の急速施工が要請された時代に、わが国の大手ｾﾞﾈｺﾝを

始めとする請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）を頂点として形成された重層下請構造は、これから

の高知県の建設業界や建設労働者の福利厚生に悪影響があると捉え、高知県内の建

設市場における健全で持続可能な雇用形態を見据えて、建設労働者を従業員として

直接雇用して自前施工できる建設企業、すなわち建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）を育成する

ために、このように規定した。 

（２）請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）は、信頼できる下請会社の協力が得ることができれば、よ

り大きな営利を求めて際限のない受注が可能となる。すなわち、完成工事高の増大志

向、および労務や機械の外注志向に自律的な歯止めがかかりにくくなり、下請（外

注）会社が手配できれば、いくらでも受注可能といっても過言でない。このような、

請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）の”経済合理性”を追求した状況で形成された重層下請構造が、

建設現場の最前線にいる建設技術者・技能者・労働者の労働・生活環境を軽視して金

銭的しわ寄せを負わせる結果となるのは当然の帰結といえる。この状況を抜本的に改

善したいので、本規則は、高知県内で地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土

木一式工事における受注者（元請会社）は、原則として、自前施工できる建設会社（ｺ

ﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）とした。 

（３）建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）は、建設工事現場における、現場責任者、監理技術者、

現場監督、建設労働者等は、受注した元請会社の従業員、及び建設工事現場における

建設機械は受注した元請会社の保有機械である、という施工体制を基本とした建設企

業である。したがって、請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）の場合と異なり、建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

の場合は、その従業員数と保有機械台数によって、一定期間に同時に施工可能な工事

の種類と数量は制限されるので、適切な年間完成工事高の範囲を検討する必要があ

る。 

（４）平成２６年度の高知県の建設業界で、「公共工事の競争的な入札評価を推進す
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れば、経営事項審査の評点が高く、同種の工事の施工実績があって有資格技術者を保

有する ”優良建設企業” のみが、次から次へとすべての工事を落札してしまう。」

という懸念がある。本規則における「自前施工の原則」を適用すれば、建設会社（ｺﾝｽ

ﾄﾗｸﾀｰ）の従業員数と保有機械台数によって、一定期間に同時に施工可能な工事の種類

と数量は制限されるので、この懸念を払拭することができる。 

（５）建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の場合、その従業員数と保有機械台数によって、一定期

間に同時に施工可能な工事の種類と数量が制限され、適切な年間完成工事高の範囲が

あるということは、健全な経営を継続できる必要最小限の年間受注金額を確保するこ

とが重要となる。本規則は、市場経済を原則とする建設市場において、機動性に富む

自然災害・重大事故対応が可能で、施工技術に優れた持続的経営を実践できる建設会

社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）を、高知県の地方自治体（県市町村）毎に確保することを目指してい

るので、高知県の地元中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の経営基盤安定方策の一環として、

企業規模や財務・損益構造と年間受注金額を考慮した機動的な入札資格審査手法や落

札者決定方法等を規定している。 

（６）自前施工の建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の場合、重層下請構造の請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）

の場合に比較して、建設現場における建設労働者や建設機械の生産性（歩掛）や賃

金・単価・諸経費・社会保険加入等を的確に把握することが容易となる。その結果、

高知県の小規模な土木一式工事における不合理な高価格、不当な低価格を排除して、

労務費、材料費、機械経費等の的確なｺｽﾄ管理を実践して、高知県民が納得して信頼で

きる総合的品質保証を実現することができると考えられる。 

（７）高知県の地元中小建設会社は、自前施工の原則に合致していることを社会宣言

（ｱﾋﾟｰﾙ）する必要がある。高知県建設業協会が音頭をとって、自前施工の建設会社

（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）に相応しい標準化した会社紹介のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを立案して、会社経歴、従業

員、建設機械、施工中の現場等を可視化して幅広く広報する取組みが必要である。 

（８）企業規模、財務・損益構造、および年間受注金額を考慮した機動的な入札資格

審査手法を検討する場合は、建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）と請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）との原価

（ｺｽﾄ・収益）構造の相違を考慮した企業評価手法、すなわち、高知県の地方自治体毎

に地元中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）を持続的に育成することを目指して立案された「高

知県版；経営事項審査要領」を参照するのがよい。 

 

第 3条 策定の経緯と位置付け 

 

本規則は、高知県において土木一式工事に様々な立場で関係する有識者による熟

議に基づいて規定されたものである。 

本規則は、法律ではない。 

高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町

村）が発注する工事金額が１億円未満の土木一式工事に携わる各方面の関係者の合

意という手続きを経て規定した、我が国で初めての”公共調達規則”である。した
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がって、会計法、地方自治法等の法令を遵守する範囲内であれば、（技術的な助言

等の）国（国土交通省・総務省）の通達や通知の内容と必ずしも一致しない場合で

あっても、小規模な土木一式工事の入札および契約の一般条件として、本規則の内

容を優先して適用することができる。それと同時に、高知県における小規模な土木

一式工事に携わる関係者は、本規則を遵守する責務を負わなければならない。 

 

(解説） 

（１）本規則における、土木一式工事に関係する有識者とは、発注者（地方自治

体）、受注者（地元中小建設会社）、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、教育研究機関の教育者・研究者、

専門工事業者、材料・資機材の供給者、地質調査・測量技術者等の様々な立場の関係

者のことである。本規則は、高知県の建設業界の意見や見解を集大成して策定された

規定であるので、高知県における小規模な土木一式工事に携わる関係者は、これを遵

守する責務を負わなければならないのである。 

（２）本規則が、我が国で初めての”公共調達規則”である、という意味は、これま

での我が国に、英国（ｲｷﾞﾘｽ）ICE規準、独国（ﾄﾞｲﾂ）VOB規準、瑞国（ｽｲｽ）SIA規準

のような、公共工事ｼｽﾃﾑの関係者の意見や見解を集大成して策定された公共調達規則

が存在しなかったという意味である。言うまでもなく、我が国に、会計法・予決令、

地方自治法、財政法等の公共工事ｼｽﾃﾑに関係する法令が存在してきた。しかし、これ

らの法令は、公共工事を執行する場合に、公共発注者（行政官）が遵守すべき規範や

手続きを制定したものであり、国際的に通用する本来の意味である「利害関係者の総

意と合意に基づいて規定された公共調達規則」とは異なる性格のものといえる。 

（３）高知県の建設業界で、我が国初めての公共調達規則の立案に着手した動機は、

平成 24年 10月 17日、高知県建設業協会の建設会社３７社が、公正取引員会から、独

占禁止法の規定に違反する行為があったとして、同法に基づく排除措置命令及び課徴

金（総額 17億 5548万円）納付命令をうけた事件である。 

談合問題で公正取引委員会が処分を下した高知県建設会社37社は、年間受注高が数

億円から数十億円、従業員が十数人から百数十人の地方中小建設会社である。高知県

や高知市の格付けはＡﾗﾝｸ（県内大手建設企業）であっても、国土交通省の格付けはＣ

ﾗﾝｸ（全国からみれば中小零細企業）であり、重層下請構造を前提とした大手ｾﾞﾈｺﾝ

（請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ））とは著しく異なる経営構造を有し、建設機械や専門技能労働

者を直接に雇用している。公共事業削減と景気低迷の経営環境に晒された県内有力業

者の倒産が相次いだ状況で、受注減や利益率の低さに直面した場合、災害対策と地域

経済の一翼を担うという地域社会の要請を受けてきた建設業界が、会社を維持し地元

の雇用を継続するために苦し紛れに法を犯すに至ったという可能性がある。 

 高知県建設業協会は「法令順守と信頼回復に向けての改善計画書（案）」（平成

25年1月）を策定して、①ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会の活動の充実 ②倫理委員会の新設 ③公

益通報制度の創設 ④行動憲章の策定 ⑤ 情報公開の推進・県民の意見の反映等

の、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ確立に向けて、建設企業自らの意識と行動に関する取り組みを表明し
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た。一方、公正取引委員会から官製談合防止法に基づき改善措置要求を受けた国土交

通省は、四国地方整備局土佐国道、高知河川国道両事務所の歴代副所長7人を免職、3

人を停職6ヶ月の懲戒処分とした。「高知県内における入札談合事案に関する調査報告

書」（国土交通省；平成25年3月14日）で、再発防止策として、①地方整備局ごとにｺﾝ

ﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進本部を設置して、職員の意識を高める取り組み ②事業者（建設会社等）

との接触の透明化 ③情報管理の徹底 ④受注・応札状況の分析・公表等、公共発注

者自らの意識と行動に関する取り組みを表明した。 

しかし、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研究の第一人者である郷原信郎（関西大学特任教授）は「ｺﾝﾌﾟﾗｲ

ｱﾝｽの問題は、「ｶﾋﾞ型」と「ﾑｼ型」がある。個人の意思で個人の利益のために行う「ﾑ

ｼ型」と、組織の利益や何らかの事情のために行われる問題行為の「ｶﾋﾞ型」は、その

対処方法も異なる。災害対策が建設業への重要な社会的要請でもあった高知県建設業

協会の談合問題は、典型的な「ｶﾋﾞ型」なので、国土交通省歴代副所長７人を懲戒免職

という「ﾑｼ型」への対処方法は妥当性に欠ける。」と異議を唱えている。  

 本規則は、発注者及び受注者が、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ確立に向けて、自らの意識と行動に関す

る取り組みを表明するだけでは「ｶﾋﾞ型」への対処方法として不十分であるという視点

に立脚して、公共工事ｼｽﾃﾑの抜本的改革を目指して策定されたものである。 

（４）本規則は、高知県の小規模な土木一式工事に携わる各方面の関係者の熟議と合

意という手続きを経て、社会経済環境の激変に応じたｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの実践、すなわち、ﾙｰ

ﾙの創造（ﾙｰﾙを作り、ﾙｰﾙを活かし、必要に応じて、ﾙｰﾙを改める）を実践した自律的

な公共工事ｼｽﾃﾑの確立を見据えて策定されている。 

（５）我が国の公共工事ｼｽﾃﾑは、近年の入札制度改革で一般競争入札と総合評価方式

を拡大してきたが、大手ｾﾞﾈｺﾝ（請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ））の競争モデルを地方に当ては

めるだけでは、地域社会に対する地元業者の貢献は評価しつくせないと思われる。 

 公共事業の調達制度は、産業政策の一つのﾂｰﾙなので、国（国土交通省）主導の入

札・契約制度の改革の動向を見据えつつ、地方中小建設会社の収益・ｺｽﾄ構造の異質性

に応じたに調達制度をﾃﾞｻﾞｲﾝすることは、技術と経営に優れた地元の建設企業および

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ企業等を健全に育成するための喫緊の課題と考えられる。本規則は、高知

県の地元中小建設企業が、大手ｾﾞﾈｺﾝ（請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ））と異なる収益・ｺｽﾄ構造

を持っているという「現実を直視した制度設計」の成果品といえる。 

（６）本規則の内容に疑義が生じた関係者は、第 69条の規定にしたがって、条文を改

訂するために、審議することを、要請することができる。 

 

第４条 高知県民の創意工夫の活用（標準化一辺倒の解放） 

 

高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）

が工事金額 1億円未満の土木一式工事を発注する場合、発注者は、工事位置の現場条

件を的確に反映して設計、施工計画、および、積算（設計価格の計上）するのを原則

とする。 
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過去に数多くの類似した工事がある場合は、発注事務の効率化と迅速化のために、

標準設計あるいは既往の設計、標準施工計画、および標準積算を適用してよい。 

工事位置の現場条件が、標準設計や標準積算を適用するだけでは不適切と判断でき

る場合であっても、やむを得ない理由（事情）があれば、工事位置の現場条件を詳細

に検討せずに、標準設計、標準施工計画、および、標準積算を適用して発注すること

ができる。ただし、その場合は、発注公告に、その旨を明記しなければならない。 

 

（解説） 

（１）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）における大部分の小規模な土木一

式工事は、過去に類似の工事実績があるので、発注事務の効率化と迅速化のために、

標準設計あるいは既往の設計や標準施工計画を参照し、標準積算を適用して発注して

も差し支えないという認識にたっている。それと同時に、当該工事の現場条件を観察

して、標準設計および標準積算を適用できるかどうか判断することが、重要な発注者

責任の一つと規定している。 

（２）ここでいう現場条件には、自然環境条件、地質・地盤条件、地理環境条件、社

会環境条件、気象条件等と共に、現場作業効率（労務歩掛り）や使用建設機械の種類

や運転効率、資機材の運搬方法等が含まれる。 

（３）本規則は、標準化することの効用と共に、標準化一辺倒の弊害にも着目して制

定している。すなわち、小規模な土木一式工事の場合、大規模な土木一式工事の場合

に比較して、あらかじめ想定した標準的な現場条件が異なった場合、受注者の工事費

へ影響する割合が著しく大きくなるという認識にたっている。したがって、発注者

が、工事位置の現場条件を的確に反映して設計、施工計画、および、積算（設計価格

の計上）するのを原則としたのである。 

（４）やむを得ない理由（事情）で、工事位置の現場条件を詳細に検討せずに、標準

設計、標準施工計画、および、標準積算を適用して発注された場合、応札者は、受注

者責任の一つを全うするために、当該工事の現場条件を観察して、標準設計および標

準積算を適用できるかどうかを判断しなければならない。応札者は、標準設計および

標準積算を適用できないと判断した場合は、現場条件に対応できる施工計画を立案

し、それに基づく見積書（工事費内訳明細書の一部あるいは全部）を含む入札書類を

作成しなければならない。 

（５）工事費が百数十万円から一千万円未満の小規模な土木一式工事の場合、工事費

の変動が、倍・半分（200%～50%）と著しい割合であっても、工事費が数億円の場合で

あれば、変動金額そのものが 1% 程度以下と小さいために、これまでの我が国の公共

工事ｼｽﾃﾑの調査研究と改善の検討対象として軽視されてきたといえる。しかし、高知

県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）が発注

する土木一式工事は、工事費が百数十万円から一千万円未満の小規模なものが大部分

なのである。本規則は、これまで、あまり注目されることがなかった（光があたるこ

とが少なかった）小規模な土木一式工事に携わる高知県民の関係者、特に、地方自治
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体の発注担当者、および地元中小建設会社の経営者・技術者・技能者等が、地域に密

着した知識と経験を活かした創意工夫を発揮できる公共工事ｼｽﾃﾑを構築することを目

指して策定されている。 

（６）本規則は、高知県の小規模な土木一式工事の公共工事ｼｽﾃﾑを、標準設計、標準

積算資料、ﾏﾆｭｱﾙやﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ等に準拠する標準化一辺倒のやり方から、高知県民を信頼

して高知県民の創意工夫を活用できる道へと舵を切ることは、地方創生の日常的な実

践活動の第一歩であると認識して策定されている。 

 

第２章 入札及び契約の基本原則（受注者選定の基本方針） 

 

第 5条 入札及び契約の基本原則 

 

第 5条 - 1 地域要件から地域親和力へ 

 

本規則は、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）が発注

する工事金額が１億円未満の小規模な木一式工事の執行過程において、高知県に拠点

をおき、高知県知事許可を受けて土木一式工事を主たる業務とする建設会社を,”地域

要件”に基づいて一律に”保護”する立場は、原則としてとらない。 

本規則は、”地域要件”を撤廃して、地方中小建設会社の的確な企業評価を目的と

した”地域親和力”の概念を導入し、高知県の地方自治体に根付いた信頼できる優れ

た地方中小建設会社を、”涵養・育成”する立場をとっている。 

”地域親和力”の概念を適用した企業評価手法は、別途、「高知県版；経営事項審

査要領」において規定している。 

 

（解説） 

（１）本規則における”地域親和力”とは、社会基盤施設（ｲﾝﾌﾗ）の開発整備管理運営

に携わる地域・若手人材育成の実績、技能・技術の伝承、工事位置付近の天然資源の有

効利用、自然環境保全への寄与、納税・購買・雇用・自然災害対応の実績、地域行事貢

献の実績、寄進(ﾒｾﾅ活動)等、高知県において自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄ

ﾗｸﾀｰ）の様々な地域活動の総合的水準のことである。 

（２）社会基盤施設（ｲﾝﾌﾗ）の長寿命化や産業ｴﾝｼﾞﾝの創出等、地方自治体の地域経営

政策の立案と実践に、それを下支えする社会基盤施設（ｲﾝﾌﾗ）の開発整備管理運営を

担当する建設業界と自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の役割は重要であ

る。本規則は、高知県の地方自治体（市町村）において、技術・技能と経営に優れた

自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）が、各地域における固有の産業（経済

社会）・生活・文化等の礎となる社会基盤施設（ｲﾝﾌﾗ）を、持続的に維持・保全でき

る役割を全うできる社会ｼｽﾃﾑを構築することを見据えて策定されている。 

（３）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）に根付いている、技術・技能と経
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営に優れた自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）は、想定されている南海ﾄﾗﾌ

地震の、事前の防災の備え、および発災後の啓開、復旧、復興等の諸活動における重

要な一員であると位置づけて策定されている。ただし、南海ﾄﾗﾌ地震を見据えて、地方

自治体や公益企業体と防災協定を締結している高知県建設業協会に所属する建設会社

を、すべて一律に”保護”するという立場は、原則としてとらないことに注意する必

要がある。 

（４）本規則は、高知県知事許可を受けて、高知県の地方自治体（県市町村）に拠点

がある土木一式工事を主たる業務とする自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ

ｰ）が、高知県民から信頼されると共に、四国・日本国内はもとより、海外の地方自治

体の小規模な公共土木工事関係者とも友好的に（国際）交流（情報・意見交換）し

て、必要があれば、県外・海外の建設市場で活躍できる競争力を保有する、技術力、

経営力、地域親和力等に優れた”強い頼りになる建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）”として存続

していくことを目指して策定されている。 

 

第 5条 - 2 競争性 

 

本規則は、透明性、公正性、競争性を、基本原則としている。 

高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）が発注する工事金

額が１億円未満の小規模な木一式工事の執行過程において、競争性が確保されなけれ

ばならない。 

 

（解説） 

（１）本規則における競争性とは、低価格のみを競う価格競争でなく、施工方法、技

術者、技能者、安全対策、環境保全、防災対応、技術者教育、技能の伝承等を含む、

総合的な技術競争のことである。したがって、本規則は、入札過程における落札者決

定方法を、最も価格が低いという理由だけで最低入札価格の応札者を、直ちに落札者

としてはならない、という原則で規定している。（第・・条 条文・解説参照） 

（２）本規則は、透明性と公正性の原則を堅持しつつ、競争を適正な形で徹底するこ

とを目指して策定されている。 

 

第 5条 - 3 概算発注の禁止 

 

高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）

が工事金額１億円未満の土木一式工事を発注する場合、原則として、概算発注するこ

とを禁止する。 

 

（解説） 

（１）本規則における概算発注とは、以下に示す二種類を意味する。 
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第一の種類は、標準の過程がよいことは分かっていても、発注者側の人手不足や時

間不足等のために、標準の過程とするのが困難ということで、大体は似ている標準設

計や既存の設計図書を援用して発注して、工事の進捗に伴って、設計変更しながら、

竣工までに、現場の実状に合わせた設計図書を作成するやり方のことである。 

第一の種類の場合の概算発注で工事を開始（着工）すると、当該工事の工事内訳明

細書が的確に準備できないので、本規則で必須と規定している、厳格な総価単価契

約、及び円滑な出来高部分払いの実施が著しく困難となる。それと同時に、工事目的

物の定義（確定）が、曖昧なままに工事が進捗するので、発注者は、厳格な受入検査

が困難となるので、やらなくてもよい監督業務が必要となる場合がある。 

第二の種類は、発注者側の人手不足や時間不足等のために、建設現場の施工条件の

精査が不十分となり、現場の施工条件と乖離した施工計画と積算（設計価格の算定）

が実施されてしまう場合である。 

第二の種類の概算発注の場合は、入札過程において、応札者の入札価格の総価およ

び単価が、発注者が算定した予定価格と著しく異なって、契約に至らない場合があ

る。 

（２）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）が、小規模な土木一式工事を発注

する場合、各々の建設現場の施工条件を事前に精査して、それに応じて設計図書を入

念に作成してから工事公告するのを標準の過程としている。したがって、第一の種類

の概算発注は、緊急を要する自然災害対応等の土木一式工事の場合を除いて、これを

してはならない。一方、本条で、原則としたのは、第二の種類の概算発注は、やむを

得ない理由（事情）があれば、その旨を発注公告に明記して、これをすることを認め

ているからである。（第 4条 条文・解説参照） 

 

第 5条 - 4 自前施工の比率 

 

高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）が発注する、工事

金額が１億円未満の土木一式工事において、受注者（元請負会社）となった建設企業

の自前施工の比率は、特別な場合を除き、70%以上を標準とする。 

 

（解説） 

（１）受注者（元請負会社）となった建設企業の自前施工の比率；X % は、式(6)-1

で算定してよい。 

            X = （１－ A / B ） × 100                    式(6)-1  

 ただし、  

X ; 自前施工の比率 （%） 

A ;  下請負契約金額 （円） 

B ; 受注金額（元請負契約金額）の 80 %（円） 
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被除数（分子）の下請負契約金額は、下請負契約（外注）する労務費と機械経費を

含み、一般に、材料費は含まない。ただし、材工一式で下請負契約（外注）する場合

は、材料費も、下請契約金額に含まれるものとする。  

（２）受注者（元請負会社）となった建設企業の自前施工の比率を算定する場合の除

数（分母）を受注金額（元請負契約金額）の 80 %としたのは、高知県の地方自治体

（県市町村）に根付いて自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）が、健全な経

営を持続するために必要な内勤工事経費率（一般管理費率と、ほぼ同義）が、20% 以

上であり、建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）のｺｽﾄ・収益構造によっては、30 % 程度となる場

合もあることを考慮したためである。なお、自前施工しない請負会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）が、

健全な経営を持続するために必要な内勤工事経費率（一般管理費率と、ほぼ同義）

は、建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）より低くなり、一般的に、8～10 % と思われる。 

（３）自前施工の比率を、特別な場合を除き、70%以上を標準、としたのは、建設現

場の施工の一部分を専門工事会社に担当させ、受注者（元請負会社）は、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（管

理）を担当するという業務形態が、当該工事の特性によっては適切な場合があること

を考慮したからである。そのような場合であっても、受注者（元請負会社）は、全工

事期間にわたって、建設現場の詳細について知悉して、建設現場におけるすべての事

柄に、責任がとれるようにﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(管理)する必要がある。 

 

第 5条 - 5 発注の平準化（通年施工） 

 

高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）

は、工事金額１億円未満の土木一式工事を発注する場合、年間を通じて発注金額を（で

きるだけ）平準化するという発注者責任（努力義務）を全うしなければならない。 

 

（解説） 

（１）高知県の地方自治体（県市町村）に根付いて自前施工する地方中小建設会社（ｺ

ﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）にとって、健全な経営を持続するための必要条件の一つが、年間を通した継

続的な受注であるので、第 5条 - 5のように規定した。 

（２）我が国の国（中央政府）や地方自治体の公会計制度は、会計年度を 4 月から翌

年 3月迄として、毎年度末に予算と決算の帳尻を照査するという単年度予算主義をと

っている。国（中央政府）や地方自治体の予算を執行するためには、通常、議会（国

会、県議会、市議会、町議会、村議会）承認の手続きが必要なので、当該年度当初の

四半期（4月、5月、6月）は、当該年度予算の土木一式工事は発注されないのが一般

的な状況である。したがって、年度当初の四半期（4月、5月、6月）は、受注者にと

って受注機会がないといっても過言でない状況である。自前施工している建設会社（ｺ

ﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）にとって、雇用する建設労働者（従業員）、および保有する建設機械を、毎

年度当初の相当の期間にわたって活用できない（稼働できない・遊びになる）ことと

なり、その期間の労務賃金（給与）や建設機械の償却費・管理費等の原資を確保する
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ことが著しく困難となる。一方、当該年度末の四半期（1月、2月、3月）は、当該年

度予算と共に、通常年末に示達・配分される補正予算の、年度末までの確実な消化

（決算）が至上命題となるため、年度末までを工期とした数多くの土木一式工事が発

注されることとなり、高知県の地方自治体に根付いている地元中小建設会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀ

ｰ）が対応できる容量を越える状況（早出、残業、深夜業、休日出勤、慌ただしい雰囲

気、安全作業手順の省略、品質管理標準の簡略化等）となっている。 

 これらの状況にあって、受注者が請負会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の場合は、下請会社やﾚﾝﾀﾙ

機械会社との契約数量を増減させることによって、自前施工する建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ

ｰ）の場合に比較して遥かに容易に対応できるといえる。 

 本規則は、第 2条 自前施工の原則（高知県において、高知県、高知市、香美

市、四万十市等の地方自治体（県市町村）が発注する工事金額が１億円未満の土木一

式工事を施工する場合、原則として、自前施工できる建設企業に発注する。）を規定

しているので、発注を平準化（通年施工）することが重要なのである。 

（３）高知県の地方自治体（県市町村）の小規模な土木一式工事の発注を平準化する

方法の一つは、当該年度予算を翌年度に繰り越して執行する、ゼロ県債、ゼロ市債、

ゼロ町債、ゼロ村債の適用が基本となる。詳細は、本規則と別途、立案された「高知

県版；公共工事発注の平準化ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ」を参照するのがよい。 

 

第 6条 法令遵守と公正性 

 

高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事の関係者は、独

占禁止法、労働安全衛生法、建設業法等の法制を、高知の社会的要請に応えるように

法令遵守しなければならない。 

 

（解説） 

（１）本規則は、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ = 法令遵守 という考え方に立脚していない。すなわ

ち、独占禁止法、労働安全衛生法、建設業法等の法制を、ひたすら徹底して法令遵守

することがｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽでなく、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ = 社会的要請への適応 という考え方に立脚

している。本規則を策定することが、高知県の未来図を見据えた新しい公共工事ｼｽﾃﾑ

のﾙｰﾙを創造（ﾙｰﾙを作る、ﾙｰﾙを活かす、ﾙｰﾙを改める）して、経済社会の環境の激変

に応じた ” ﾌﾙｾｯﾄ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ ” を実践することである、という考え方である。 

（２）入札過程における談合（話合いによる受注調整）は、独占禁止法の法令違反で

ある。それと同時に、機械的で一律的な要件のみで、地元業者の優先や地元産出品の

優先（優遇）・中小企業の保護（優先受注）することも、場合によっては独占禁止法

の法令違反の虞があることに注意する必要がある。 

 

第 7条 倫理基準 
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高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事の関係者は、 

最高の倫理基準に従って行動しなければならない。 

 

(解説) 

（１） 本規則における 最高の倫理基準に従って行動する とは、第一に、独占禁

止法、労働安全衛生法、建設業法等の法制を、高知の社会的要請に応えるように法令

遵守することを意味する。第二に、以下に定義する「腐敗行為」「不正行為」「威圧

行為」「共謀行為」等を行わないことを意味する。 

腐敗行為とは、直接的あるいは間接的に、他の当事者の行動に不適切な影響を与え

る目的で、有価物を提供・贈与、受領・要求することである。 

不正行為とは、金銭的利益の獲得、義務の回避等を目的として、故意あるいは無謀

に欺く行為あるいは不作為することである。（例：不当表示） 

 威圧行為とは、関係者の行動に不適切な影響を与える目的で、関係者あるはその所

有物に損害を与える、あるいはその脅迫をすることである。 

共謀行為とは、他の当事者の行動に不適切な影響を与える目的で、２人以上の関係

者が画策した取り決めを実行することである。 

（２）高知県知事許可を受けて、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体

（県市町村）が発注する工事金額が１億円未満の小規模な木一式工事を主たる業務と

する建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）が、最高の倫理基準によって行動するとは、平成 24年 11

月 13日に開催された一般社団法人高知県建設業協会臨時総会において決議された行動

憲章を遵守することを意味する。 

 

第 8条 違反行為の処罰（ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ） 

 

第 8条 – 1 指名停止 

 

高知県の、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体は、独占禁止法、労

働安全衛生法、建設業法等の法令を違反した、高知県に拠点をおき、高知県知事許可

を受けて土木一式工事を主たる業務とする建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）に対して、地方自治

体の行政裁量による措置である指名停止は、法令に基づいたものでないので、原則と

して、これを行わないこととする。 

 

（解説） 

（１）本規則は、多様な入札の種類を基本として指名競争一辺倒でないこと、およ

び、高知県の地方自治体に根付いた自前施工できる建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の会社経

営の第一歩といえる、土木一式工事の受注機会を根幹から断ち切ることになる処罰

（指名停止）を、公式な不服申し立てｼｽﾃﾑが伴わない行政措置で執行することは、

公正性の観点からに妥当性に欠けるので、このように規定した。 



- 13 - 

第 8条 – 2 監督処分 

 

独占禁止法、労働安全衛生法、建設業法等の法令に違反した、高知県に拠点をお

き、高知県知事許可を受けて土木一式工事を主たる業務とする建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）

に対して、高知県知事は、当該建設会社を、建設業法に基づく監督処分、すなわち営

業停止処分あるいは建設業許可取消処分することができる。 

独占禁止法、労働安全衛生法、建設業法等の法令に違反した建設会社に対して、高

知県の市町村の首長は、高知県知事に、当該建設会社を、建設業法に基づく監督処

分、すなわち営業停止処分あるいは建設業許可取消処分するよう上申することができ

る。 

 

(解説)  

（１）監督処分は、建設業法に基づく行政処分であり、不良不適格業者を排除するこ

とは、許認可権限を有する高知県知事の責務の一つである。ただし、故意か過失かを

問わず不適切な事態が発生した場合、営業停止処分あるいは建設業許可取消処分等ま

での厳重な監督処分を講ずることが不適当とされることがある。このような場合に罰

則を付与するためには、各地方自治体の議会で議決された罰則規定をあらかじめ制定

して、事前に公表しておかなければならない。罰則規定の詳細は、地方自治体毎に、

別途、これを定める。 

（２）本規則における営業停止処分の意味内容は、公衆安全衛生、環境保全等に特別の

支障がない限り、建設会社の本社（支店）、営業所、現場事務所、および建設現場等

における全ての企業活動を、所定の期間にわたって停止することである。したがっ

て、当該建設会社が営業停止処分となった期間は、通常は、工事現場の出来高が進捗

しないので、原則として、出来高部分払いの対象外となる。 

（３）営業停止処分および建設業許可取消処分の実施要領の詳細は、地方自治体毎に、

別途、これを定める。 

 

第 9条 品質保証と受入検査 

 

高知県の、高知県庁、高知市役所、香美市役所等の地方自治体が発注する土木一式

工事においては、高知県民の信頼に応えられる品質保証を実現しなければならない。 

品質保証は、発注者は受入検査、受注者（元請会社）は品質管理という役割分担を

的確に実践しなければならない。 

 

（解説） 

（１）本規則における受入検査とは、請負工事契約に基づく土木一式工事における発

注者が、発注者責任を全うすべき行為の一部である。検査基準に基づく出来高部分の

検査業務のみならず、検収、査定（設計変更）、精算、支払いという一連の業務のこ
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とである。本規則は、それら一連の業務を整理し通観して得られる知見に基づいて、

積算基準、検査基準、仕様書等を改訂する行為も、広義の受入検査と称している。 

（２）本規則における品質管理とは、請負工事契約に基づく土木一式工事における受

注者が、受注者責任を全うすべき行為の一部である。施工計画書に基づく自主的な管

理業務、すなわち、品質管理、工程管理、原価管理、安全管理、環境保全等の一連の

業務のことである。 

（３）本規則は、発注者に、監督業務に携わることを要求していない。その代わり

に、発注者に、厳格な受入検査の実践を要求していることに注意する必要がある。 

 

 

（４）本規則は、出来上がった工事目的物と共に、施工ﾌﾟﾛｾｽも受入検査の対象として

いる。したがって、発注者は、受注者に、工事現場の作業人員、資材、機械等に関す

る、業務の種類、作業時間、使用（消費）量、運転時間等を記載した工事日報を提出

させることを原則としたのである。（第・・条 条文・解説参照） 

工事日報は、施工ﾌﾟﾛｾｽに関する重要な計測資料と位置付けられる。 

 

第３章 入札および発注の種類 

 

第 10条 入札および発注の種類 

 

第 10条 – 1 入札の種類 

 

入札の種類は、応札者数を制限しない一般競争入札、幅広い意向確認後に応札者数

を限定指名する意向確認型指名競争入札、発注者の判断で応札者数を限定指名する選

択型指名競争入札、随意契約 のいずれかを基本とする。 

 

（解説） 

（１）本規則の基本原則、透明性、公正性、競争性を斟酌すれば、一定金額より大き

い工事は、制限付き一般競争入札とするのがよい。ただし、調達業務の効率性を考慮

して、一定金額より小さい工事は、3社以上を限定指名する指名競争入札、あるいは

随意契約としてもよい。指名競争入札、あるいは随意契約の、工事金額の上限は、地

方自治体毎に、別途、これを定める。 

（２）特に定めがない場合は、随意契約は、工事金額（設計価格）が、160 万円未

満、3社以上を限定指名する指名競争入札は、工事金額（設計価格）1600万円未満と

するのを標準とする。ここで規定した標準の工事金額（設計価格）は、想定している

当該工事の純利益（3%）が、それぞれ、5万円未満、および 50万円未満となるよう

に、工事金額（設計価格）の境界(上限)を設定している。 

（３）人命や財産の損失が懸念されるような、緊急の事故・災害に対応する土木一式
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工事の場合は、これらの標準の工事金額の規定によらず、随意契約としてよい。 

 

［よもやま話］高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会で実施したｽｲｽ地方自治体の公共工事

ｼｽﾃﾑに関する調査研究によると、ﾍﾞﾙﾝ州ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝ市（人口約 1万人）を始めとする基

礎自治体の公共調達規則は、随意契約を積極的に活用している。なお、ｽｲｽの平均年間

収入金額（2014年）は、日本の約 2倍である。 

（2014年 9月まで）特に定めがない場合は、随意契約は、工事金額（設計価格）が、

1000万円未満、3社以上を限定指名する指名競争入札は、工事金額（設計価格）2000

万円未満とするのを標準とする。 

（2014年 10月から）特に定めがない場合は、随意契約は、工事金額（設計価格）

が、3000万円未満、３社以上を限定指名する指名競争入札は、工事金額（設計価格）

5000万円未満とするのを標準とする。 

 

（４）高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町

村）が工事金額１億円未満の土木一式工事を発注する場合、発注者は、本規則の基本

原則、透明性、公正性、競争性を堅持しつつ、自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝｽ

ﾄﾗｸﾀｰ）を育成するために、3社以上を限定指名する指名競争入札、あるいは随意契約

の適用を積極的に検討するのがよい。 

 

第 10条 – 2 発注の種類 

 

（１）高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町

村）が工事金額１億円未満の土木一式工事を発注する場合、原則として、設計・施

工分離発注方式とする。 

（２）高知県の地方自治体（県市町村）は、工事金額１億円未満の土木一式工事に関

係する中期（3～5年）社会基盤整備計画を策定して、その一連の土木一式工事の発注

見込み（計画）について、技術と経営に優れた地域に根付いて自前施工できる地元中

小建設会社に公知して、包括的な応札有資格候補者として協定を締結することについ

て検討することが望まれる。 

 

（解説） 

（１）一般に、建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（土木一式工事含む）の発注（・契約）は、「実態」、

「慣習」、「法制度」の影響を強く受けるものである。「実態」が一定の期間行われ

続けると「慣習」となり、徐々に、国・地方自治体における「法制度」となる。「法

制度」は、それができた段階では「実態」に則しているものの、時間の経過に伴っ

て、それぞれにずれが生じるので、これらを整合させるために新たな「法制度」が作

られる。この繰り返しによって我が国の発注制度は変化（変容）してきたといえる。 

（２）建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（土木一式工事含む）の発注は、設計・施工分離と設計・施工一
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括（一体活用）に大別される。我が国の国・地方自治体における土木一式工事は、設

計・施工分離発注方式を原則としてきた。しかし、過去十数年間にわたる公共工事の

入札・契約制度の改革と変化に伴って、高度な技術を要する複雑で大規模な土木一式

工事は、設計・施工一括（一体活用）方式で発注する取組みが増加している。 

（３）ここでいう設計の意味内容が、工事目的物の設計のみか、施工ﾌﾟﾛｾｽに構築され

る仮説構造物の設計も含むのかは、現状では、必ずしも明確でないのが「実態」とい

える。したがって、近年の「実態」として、設計・施工分離と設計・施工一括（一体

活用）の中間的な発注もあり、発注者と受注者（元請負会社）の責任やリスクの分担

が多様で曖昧になっているという指摘もある。 

（４）本規則は、高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治

体（県市町村）が発注する工事金額１億円未満の、複雑で高度な特殊技術を必要とし

ない小規模な土木一式工事を適用の範囲としているので、原則として、設計・施工分

離発注方式とした。ただし、各建設現場の特性や現場条件に、最も相応しい既存の技

術の組み合わせと適用方法を工夫する必要があるので、受注者に優れた技術力が求め

られることは、設計・施工分離でも設計・施工一括（一体活用）でも同様であること

を銘記しなければならない。 

（５）高知県の地方自治体（県市町村）の地域に根付いて自前施工する地元中小建設

会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）にとって、健全な中期（3～5年）経営計画を策定するための基礎資

料の一つである受注見込みについて、これを中期的に想定して準備できる仕組みが必

要という立場から、第 10 条 – 2（２）を規定した。これと同様な仕組みは、英国の一

部の地方自治体で、ﾌﾚｰﾑﾜｰｸｱｸﾞﾘﾒﾝﾄと称して既に導入・実施されているが、日本の地

方自治体の公共工事ｼｽﾃﾑにおける実績は皆無なので、高知県の地域振興・地方創生に

資する発注方法と思われるが、その適否について慎重に検討することとした。 

 

第４章 発注規模の決定方法 

 

第 11条 発注規模の決定方法 

 

発注者は、当該土木一式工事に関連する技術や職種に応じて、発注規模（発注ﾛｯﾄ）

を適切に設定しなければならない。それと同時に、経済的あるいは技術的理由で、幾

つかのﾛｯﾄを統合することも検討する必要がある。 

 

（解説） 

（１）これまでの日本の地方自治体の公共工事は、官公需法の制約条件から、地方中

小建設会社を受注者（元請負会社）とするために、技術（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）的観点から

は、一つ（1 ﾛｯﾄ）の建設工事として発注・契約するのが適当な場合であっても、敢

えて幾つかの小さな発注ﾛｯﾄに分割して発注・契約するのを通例としてきた。このよ

うなやり方でも概ね大過なく進捗してきた理由は、特殊な下請（上請・横請）契約の
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黙認、総価契約、概算発注の容認、出来高部分払いをしない等、施工ﾌﾟﾛｾｽに関する

管理と受入検査を疎かにした品質保証ｼｽﾃﾑを許容してきたからである。 

（２）本規則は、高知県の中小建設会社が、地方自治体が発注する公共工事の受注者

（元請負会社）となることを、奨励・推進する立場に立っているが、本規則の主要な

条項は、これまでの日本の地方自治体の公共工事のやり方と著しく異なる事項を規定

していることに、十分に注意する必要がある。すなわち、自前施工の原則、総価単価

契約、概算発注の原則禁止、出来高部分払い等の規定を遵守しなければならない制約

条件があるので、発注者および受注者（元請負会社）ともに、工事件数を増やすと、

ほぼ比例的に管理事務量が増加することに留意する必要がある。 

 

第５章 契約の種類 

 

第 12条 総価単価契約の原則 

 

高知県で、高知県、高知市、香美市等の地方自治体が発注する土木一式工事の契

約は、総価単価契約を原則とする。特別の事情がある場合は、単価契約あるいは総

価契約とすることができる。 

 

（解説） 

（１）本規則でいう「総価単価契約」は、現在（2015年３月４日）国土交通省が実施

している「総価契約単価合意」とは、全く異なることに注意する必要がある。 

（２）総価単価契約とは、入札の時点で各々の応札者が、各工事契約項目の種類と数

量に応じた単価を表明し、落札者との契約時点で、総価と単価の両方を契約する方式

である。したがって、「総価単価契約」における「単価」とは、落札者が入札書類の

工事費内訳明細書に記載した「単価」のことである。 

（３）総価契約単価合意とは、入札の時点で各応札者が「正式に」に表明する工事費

に関する事項は、総価のみであり、落札者との契約時点では総価で契約し、その後、

契約した総価に整合するような各工事項目の単価を、発注者と落札者とが協議して合

意する方式である。この場合の「単価」は、入札手続きの以前に実施される発注者の

官積算における「単価」が基本となり、落札者が契約後に表明・提示する工事費内訳

明細書に記載した「単価」と比較検討しつつ、両者の協議によって決定される。した

がって、発注者と受注者が、契約時に単価を含めて総価や工期等を契約する（総価単

価契約）か、総価や工期等の契約後に、両者の協議によって単価を合意する（総価契

約単価合意）か、という大差があり、似て非なるものといえる。 

（４）総価単価契約の場合、発注者と落札者（受注者）との請負工事契約に定める単

価は、原則として、落札者が提出した工事費内訳明細書に記載された単価としなけれ

ばならない。出来高部分払いする場合、および一定の範囲内の数量の増減に伴う設計

変更精算する場合も、落札者が提出した工事費内訳明細書に記載された単価を用いて
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当該工事部分の支払金額を算定するのである。 

 

第 13条 工事内訳明細書および工事費内訳明細書 

 

第 13条 – 1 工事内訳明細書 

 

発注者は、当該工事の施工条件を十分に反映すると共に、工事中の施工ﾌﾟﾛｾｽ検査お

よび出来高部分払いの業務が、できるだけ容易かつ円滑に実施できるような、項目と

内容を記載した工事内訳明細書を、仕様書、設計図等とともに、工事公告文書（公募

書類）の一部として作成しなければならない。 

 

（解説） 

（１）現在の日本の地方自治体（県市町村）における公共工事は、総価契約である 

が、参考資料として工事数量の内訳書と共に、建設機械、仮設や工事道路等の施工方

法について記載された設計図書が配布されている。しかし、これらは、発注者が積算

（予定価格の算定）のために想定した参考資料であり、本来は、受注を目指す応札者

が、それぞれの建設会社の技術力や保有機械の特性を考慮して、独自に計画し、それ

に基づいた積算（見積書の算定）をすべきものといえる。 

（２）本規則は、総価単価契約を原則としているので、発注者は、当該工事の工事数

量内訳書を、参考資料でなく、正式な入札公告文書（公募書類）の一部として作成し

なければならない。それと同時に、予定価格（設計価格）の算定にあたって想定した

現場条件および施工方法（建設機械、仮設計画、運搬計画等）を明示する必要があ

る。想定する現場条件および施工方法の実際の状況との整合性の厳密さの程度は、標

準的な状況を想定する場合と、厳密な検討を実施する場合のいずれでもよいが、入札

公告文書に、その旨を明示しなければならない。 

（３）これまでの日本の地方自治体（県市町村）の公共工事は、景気対策や地域経済

の振興を念頭に、「各年度の当初予算および補正予算」を、単年度予算（決算）主義

に基づいて「配分された予算を、とにかく年度内に消化する」ことがよいこと、ある

いは、至上命題とされてきた。小規模な土木一式工事は工事件数が多いのが一般的な

ので、各々の建設現場の施工条件を精査して、それに応じて設計図書を入念に作成し

てから工事公告するのがよいことは分かっていても、発注者（地方自治体の担当者）

の人手不足や時間制約で、それはとても無理ということで、標準的な状況を想定し

て、入札公告文書を作成するのが常態化していたと思われる。大体は似ている標準設

計、あるいは類似の設計を援用して、迅速に（効率的に）まずは発注して、工事の進

捗に伴って、建設現場の施工条件に応じて設計変更すればよいというやり方は、地方

公務員の定員削減という時代の趨勢にあって、ある意味で合理的ということもでき

る。しかし、そのようなやり方は、本来、発注者が保有し発揮すべき土木技術に関す

る業務を簡略化、手厳しい言い方をすれば放棄していることであり、高知県民の公共
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工事への不信感の源の一つと思われるのである。 

本規則は、高知県の地方自治体（県しちょう）の小規模な土木一式工事において、

このような悪性慢性疾患もいえるやり方を変更して、高知県民からの信頼を回復する

ために、このように規定した。 

 

第 13条 – 2 工事費内訳明細書 

 

 高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事の応札者は、当

該工事の工事目的物、現場条件，施工計画、施工ﾌﾟﾛｾｽの制約条件（品質管理、安全管

理、環境保全等）を十分に勘案すると共に、工事現場の建設労働者、技術者、技能者

の賃金と福利厚生を所定の水準とし、持続的で健全な建設企業経営できるような工事

費内訳明細書を、正式な入札書類の一部として発注者に提出しなければならない。 

  

（解説） 

（１）応札者が工事費内訳明細書に記載する単価は、施工計画と施工ﾌﾟﾛｾｽと整合する

ように算定しなければならない。工事金額の総額を同様として、工程前半の工事項目

の単価を意図的に高めに、工程後半の工事項目の単価を意図的に低めにすること、あ

るいは、最終出来高数量が増加して精算を見込める工事項目の単価を意図的に高めに

すること等は、倫理基準に違反する行為として、これを禁止する。 

 

第６章 入札の過程 

 

第 14条 工事内容及び施工条件の明示 

 

発注者は、応札者が施工計画や見積価格を的確に立案できるように、工事公告にお

いて、工事内容と施工条件を明示することを原則とする。 

 

（解説） 

（１）自然環境条件の影響を受ける建設現場は、工事公告の段階で、地質条件のよう

な施工条件を、もれなく完璧に明示することが困難な場合がある。そのような場合

は、発注者が、その時点で知り得る範囲内の事項のみを、工事公告に記載せざるを

得ないが、工事の進捗に伴って、地質条件等の施工条件が明らかとなった場合の、

設計変更の手続きについて、工事公告文書に明示しておく必要がある。 

 

第 15条 設計価格（標準価格、想定価格、入口価格） 

 

（1）発注者は、設計価格を、工事公告までに算定するのを原則とする。 

（2）設計価格は、入札公告と同時に公表するのを原則とする。 
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（3）設計価格は、当該工事に携わる建設労働者（技術者・技能者）に、所定の基本

（最低）賃金が支払われること、および、受注者の建設会社が、３%程度の純利益を    

計上できること等が達成できるように算定しなければならない。 

（4）本規則によって算定された設計価格に、一定の割合を乗じて、最低制限価格、 

あるいは調査基準価格としてはならない。 

（5）特別な事情で、設計価格の算定値が、特別な影響（最低制限価格、調査基準価格

等）を持つ場合は、別途取り扱いを定める。 

 

（解説） 

（１）本規則における設計価格は、発注者の計画的な予算管理の基礎となると同時

に、当該工事について、建設市場の動向を機動的に斟酌しつつ、ここまでは支払って

もよい、という発注者が意思表示した金額といえる。したがって、入札公告と同時に

公表することを原則とした。 

（２）本規則における設計価格は、これまでのわが国の公共工事における予定価格 

と、ほぼ同様の意味内容を有するものである。ただし、設計価格を算定するにあたっ

て、高知県における地方自治体（県市町村）の発注者は、国土交通省監修の標準積算

資料や国からの通達・通知のみに依拠するのではなく、高知県の各市町村（地方自治

体）における、固有の社会・経済情勢を的確に反映して、各市町村に根付いて自前施

工できる建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）が持続的に健全な会社経営できる価格を算定するとい

う責務を全うする必要がある。したがって、本規則における設計価格の特性は、標準

積算資料に合致する標準積算を誤りなく実施すれば、その責務を全うできる予定価格

の場合と、著しく異なるといえる。 

（３）本規則で、予定価格とは異なる特性をもつ設計価格をについて規定した理由

は、現時点(2014年)における高知県の地方自治体（県市町村）の公共工事に応札する

建設会社が、各建設会社の固有の見積を実施する前に、発注者が規定した最低制限価

格を推量することを主たる目的に、本来は、受注者がしなくてもよい予定価格の算定

（すなわち「官積算」の作業）を、高知県の民間の地方中小建設会社が相当の時間を

かけて実施している悪習を廃止したい（やめさせたい）からである。 

（４）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事

に応札しようとする地域に根付いた中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）を、当該工事の「官積

算」をするという、諸外国の公共工事関係者から驚かれ嘲笑されているｱﾎﾗｼｲ作業から

解放して、応札者として取り組むべき当該工事の独自の施工計画に基づいた本来の見

積業務に専念させることを目指している。 

（５）本規則において、設計価格は、入札公告と同時に公表するのを原則とする、と

規定したのは、透明性を確保するという基本方針に基づいている。それと同時に、

2014年の日本の公共工事において、発注者が、守秘の義務を課せられた予定価格を、

民間業者に、謝礼を受領して漏洩する汚職事件が頻発している事情を斟酌している。

設計価格を入札公告と同時に公表することによって、発注者が設計価格（予定価格）
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を漏洩するという違法行為を根絶することができる。設計価格（予定価格）を入札公

告と同時に公表しても、健全な競争性が実現していれば、応札者の入札行動に悪影響

を及ぼすことはないという経済学的分析からの定説も参考にしている。 

（６）すべての入札価格が、本規則によって算定される設計価格を大幅に上回った場

合は、入札手続きを、一旦、中止するのを原則とする。（第 43条 条文・参照） 

 

第 7章 専門家・資格を有する技術者の活用 

 

第 16条 発注業務および調達業務の実践 

 

高知県において、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体（県市町村）

が、工事金額１億円未満の土木一式工事を発注する場合、建設管理者として担うべき

発注業務、および建設技術者として担うべき調達業務に関して、地方自治体(県市町

村)の常勤職員（地方行政官）は、自らが担える役割分担の範囲を明確にしなければな

らない。地方自治体(県市町村)の常勤職員（地方行政官）自らで担うことができない

業務は、当該分野の専門家あるいは資格を有する技術者に業務委託して、その旨を、

発注公告文書に明示しなければならない。 

 

（解説） 

（１）高知県の地方自治体（県市町村）は、日本全国の傾向と同様に地方公務員が定

数削減され、数多くの小規模な土木一式工事の執行を全て自らで担うための常勤職員

（地方行政官）は、質・量とも不足しているのが現状である。しかし、常勤職員（地

方行政官）が質・量とも不足しているからといって、発注者が公共工事を粗略に執行

することが許されないのは当然のことであるので、このように規定した。 

（２）公共工事の執行過程で地方自治体(県市町村)の常勤職員（地方行政官）が担う

べき業務は、大別して発注業務と調達業務がある。発注業務は、当該工事を注文（ｵｰ

ﾀﾞｰ）して契約を締結するという建設管理者の立場の業務なので、その権利と責任を付

与された地方自治体の常勤職員（地方行政官）が自ら担うべき必須の業務といえる。

調達業務は、当該工事の工事目的物を、困難を伴う技術的課題（発注公告文書・工事

仕様書の作成、入札書類の評価、施工ﾌﾟﾛｾｽ検査、受入検査等）を克服して供給（実

現）するという建設技術者の立場の業務といえる。本規則は、地方自治体（県市町

村）の常勤職員（地方行政官）の質・量が不足して十分な対応ができない場合は、必

要に応じて、信頼できる民間の建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の建設技術者に、その業務を外部委託で

きることを明文化して規定した。 

 

第 17条 専門家・資格を有する技術者の活用 

 

入札公告の準備、公募書類・工事仕様書の作成、入札書類の審査・評価、施工ﾌﾟﾛｾｽ
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検査、受入検査等のｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業務を、民間の技術者（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会社、技術者協会等）

に業務委託する場合は、事業予算規模と業務内容（設計、発注業務、審査・評価業

務、施工ﾌﾟﾛｾｽ管理、受入検査等）に応じて適切に選定しなければならない。 

 

（解説） 

（１）本規則は、地方自治体（県市町村）の常勤職員が、 すべての土木一式工事の困

難を伴う技術的課題に自らで十分に対応できる建設技術者の役割を担う必要は必ずし

もないが、当該土木一式工事の注文（ｵｰﾀﾞｰ）と契約という建設管理者の役割は、その

権限と責任を付与された地方自治体（県市町村）の常勤職員にとって必須であると規

定した。  

（２）地方自治体（県市町村）の重要な責務の一つは、社会基盤施設（ｲﾝﾌﾗ）の整

備・管理・運営なので、地方自治体（県市町村）の常勤職員に、公共工事（土木一式

工事）の発注業務を担当する建設管理者の役割は必須となる。建設管理者は、必ずし

も高度な知識と能力を保有する建設技術者である必要はないが、建設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、建設ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等について、一定の範囲の知識と経験があることが

望ましいといえる。 

（３）地方自治体（県市町村）の建設管理者は、公共工事の発注業務の責任者であ

り、専門的な技術的知識を要する設計図書、工事仕様書（共通・特記）、入札公告文

書等を作成する調達業務を、必要に応じて外部の民間の技術者（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会社、技術者

協会等）に委託して、地方自治体（県市町村）の公共工事の発注業務および調達業務

の両者を的確に執行する責務（発注者責任）がある。 

（４）的確な設計図書と工事仕様書の作成、工程と工期の設定、工事数量内訳書およ

び入札公告の作成、現場条件に合致した積算等の役割を、地方自治体の常勤職員（地

方行政官）のみで担うことが困難な場合であっても、これらの業務を的確に実践する

権限と責任が、地方自治体（県市町村）における建設管理者の立場の常勤職員にあ

る。建設技術者が十分に配置されていない高知県の地方自治体（県市町村）であって

も、発注業務と調達業務の両者を的確に実践するために、適切な外部の民間の技術者

（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会社、技術者協会等）を選定して委託することは、建設管理者の立場にある

地方自治体の常勤職員の最も重要な責務の一つである。 

 

第 18条 入札書類の審査および評価 

 

入札書類の審査項目と評価項目の内容、各項目の重み付けの割合、審査と評価の 

手続き等は、入札公告と同時に公表しなければならない。 

 

（解説） 

（１）本規則は、これまでの日本の公共工事の入札過程における一般的社会通念、す

なわち、入札書類を開札したらできるだけ早急に落札者を決定すべき、というやり方
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と異なることに注意する必要がある。すなわち、応札者の優劣を比較して評価する前

に、それぞれの応札者の入札書類の内容が、本規則の要求水準に合致していることを

確認する審査過程を設けている。本規則の要求水準を満たさない内容の入札書類を提

出した応札者は、審査の段階で失格とされて、落札者を決定するための評価の段階か

ら除外される。入札書類を審査と評価の二段階で慎重に取扱うので、開札から落札者

の決定までに、短くても１週間程度の日数を要するものであり、通常は２週間程度を

標準としてよい。 

（２）入札書類の審査項目および落札者を決定する評価項目等の詳細は、入札公告書

類の一部として明示しなければならない。これらの項目は、開札後に変更してはなら

ない。 

 

第 19条 総合評価委員会の設置 

 

高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事の入札書類を、

品質、価格、及び地域親和力等を総合的に考慮する加算方式の総合評価落札方式で落

札者を決定する場合は、その審査手続きと評価手法について審議するために、高知

県、高知市、香美市、四万十市等の各地方自治体に、総合評価委員会を設置しなけれ

ばならない。総合評価委員会の委員長と委員、およびその選任方法と任期等は、評価

手続きの完了後に公表するのを原則とする。 

 

（解説） 

（１）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事

の発注業務と調達業務は、地方自治体の常勤職員および外部委託した専門家が担当す

るとしているので、総合評価落札方式の審査手続きと評価手法も、一般的には、これ

らの担当者（建設管理者および建設技術者）によって審議されて決定される。 

（２）総合評価委員会の委員長や委員の氏名について事後公表を原則としたのは、審

査と評価の過程における外部からの働きかけが困難とするためである。 

 

第 20条 総合評価特別委員会 

 

総合評価委員会における審議内容の妥当性（合法性）を検証するために、総合評価

特別委員会（弁護士等の法律の専門家、地域住民等の第三者を含む）を設置しなけれ

ばならない。総合評価特別委員会は、総合評価委員会における審議内容を照査して、

必要に応じて変更・改訂すべき事項を提言することができる。 

総合評価特別委員会の審議項目は、総合評価委員会に関することと共に、当該地方

自治体における土木一式工事の入札（指名競争入札、随意契約等）と契約（出来高部

分払い、単価契約、設計変更等）のあり方に関する事項も審議することを検討するの

がよい。 
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総合評価特別委員会の委員長と委員、およびその選任方法と任期等は、委員会活動

の開始に先立って公表するのを原則とする。 

 総合評価特別委員会の審議は、公開するのを原則とする。 

 

（解説） 

（１）高知の地方自治体（県市町村）における小規模な土木一式工事の発注業務と調

達業務に日常的に携わる担当者は、地方自治体の常勤職員および、権限と責任がある

建設管理者が選任して業務委託された民間の建設技術者である。彼らは、土木一式工

事の技術的分野の専門家なので、総合評価落札方式に関する技術的判断を審議する総

合評価委員会の構成員として相応しいといえる。地域親和力を見据えつつ地域経済や

地方創生に重要な役割を担う自前施工する地元中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の将来展望

は、各地方自治体（県市町村）における様々な立場の住民（高知県民）が参加した場

における議論と賛同が不可欠なので、総合評価特別委員会を設置することにした。総

合評価特別委員会の構成員は、必ずしも建設技術の専門家である必要はないが、当該

地方自治体の小規模な土木一式工事の発注業務と調達業務について、建設技術に関す

る専門的知識がない住民（高知県民・素人）が理解できるように説明できる人物も選

任しておく必要がある。 

（２）各地方自治体の常勤職員と業務委託された専門家や建設技術者で構成される総

合評価委員会の審議内容と決定が、地域振興や地域創生を強調するあまり法令を逸脱

することを防止するために、総合評価特別委員会は、弁護士等の法律の専門家を構成

員としなければならない。 

（３）総合評価委員会は、地方自治体ごとに個別に設置するのがよいが、総合評価特

別委員会は、複数の地方自治体が共同して設置して合同で審議してよい。 

 

第８章 競争入札参加の有資格者の範囲 

 

第 21条 競争入札参加の有資格者の範囲 

 

高知県に拠点をおき、高知県知事許可を受けて土木一式工事を主たる業務とする建

設会社が、高知県の地方自治体（県市町村）における小規模な土木一式工事の入札に

参加するためには、受注者（元請会社）となった場合に自前施工できること、所定の

地域親和力を保有していること、持続的に地域活性化できる賃金を建設労働者に支払

うこと等の資格要件を満たさなければならない。 

高知県の地方自治体（県市町村）に根付いて自前施工する地方中小建設会社（コン

トラクター）の、持続的で健全な経営基盤を安定させる方策の一つとして、発注者

は、当該土木一式工事の入札時点における応札者の手持ち工事量について配慮しなけ

ればならない。 
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（解説） 

（１） 第 2条および第 11 条 条文・解説参照。 

（２）本規則において、元請会社が自前で施工するとは、建設現場おける労働者（現

場監督、職長、職人等）が元請負会社に雇用されている従業員であること、建設機械

が元請負会社の自社保有機械（営業ﾘｰｽの場合と資本ﾘｰｽの場合とは区別して検討す

る。）であること、建設材料・資材を元請負会社が調達している（直接の購入品ある

いは算出品である）ことを意味する。 

（３）発注者が当該土木一式工事の入札時点において、応札者の手持ち工事量につい

て配慮するという意味は、その時点における応札者の手持ち工事金額の絶対額を照査

して比較衡量することではない。応札した自前施工できる建設会社の経営実態（従業

員数、保有建設機械の種類と台数等）の損益分岐点と手持ち工事量との関係を把握し

て、入札書類の審査および評価の過程における審査項目や評価方法に適切に反映しな

ければならない。 

 

第９章 工事仕様書 

 

第 22条 一般 

 

(1) 工事仕様書には、全ての応札者が、通常の労力で過不足なく工事の見積もりでき

る内容を示さなければならない。 

(2) 工事仕様書に、工事現場の地盤条件や地下水位等の現場条件を明示しなければな

らない。 

(3) すべての応札者が、工事価格を適切に見積もることができるように、工事に伴う

不確実性について、過不足なく工事仕様書に示さなければならない。 

 

（解説） 

（１）第 14条 条文・解説 参照 

 

第 23条 技術仕様書 

 

         (1) 特別な場合を除き、特定の企業(会社)を受注させる、あるいは排除するという結

果となるような、材料、製品、商標、工法等を指定することは、原則として禁止す

る。 

         (2) 地産地消、純県産材活用促進等の理由で、材料、製品、商標、工法等を指定する

場合であっても、それらの同等品の適用を許容しなければならない。 

 

（解説） 

（１）建設材料、建設機械、工法等に関する特許や実用新案を保有する応札者の競争
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優位は、自前施工の原則、加算方式による総合評価落札方式、総価単価契約等の諸規

定の適用によって的確に評価できると思われるので、できるだけ数多くの意欲ある建

設会社に公平に入札機会を付与するために、この規定を設けている。 

（２）高知県の地方自治体（県市町村）が、地元で算出する木材や石材等の建設材料

を、小規模な土木一式工事で積極的に活用することは奨励されるが、特定の建設材料

を指定すると、市場ﾒｶﾆｽﾞﾑの制約から、特定の建設会社のみが調達可能という場合が

あるので、公平性を担保するために、必ず同等品の適用を認めることが必要となる。 

 

第 24条 工事内訳明細書・設計図面・製品見本 

 

（１）高知県の地方自治体（県市町村）が小規模な土木一式工事を発注する場合、当

該工事の内容を説明するために、発注者は、工事公告書類の一部として、工種、種

別、および細別を明示した工事内訳明細書を作成するのを原則とする。 

（２）必要に応じて、設計図面や製品見本等の媒体を用いて、当該土木一式工事の内

容を説明することができる。 

 

（解説） 

（１）第 13条 条文・解説 参照 

（２）我が国の土木工事積算体系において、工種、種別、細別等の名称と意味内容を

整理して纏めると、表 24－1に示すとおりである。 

 工事内訳明細書の内容は、ﾚﾍﾞﾙ 4 の種別区分の数量を明示することが、契約条件

の明確化のために重要といえる。 
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          表 24-1 工事工種体系の分類一覧表 

 

ﾚﾍﾞﾙ 名称       内容 

 

０ 事業区分  予算制度上の区分           河川改修 

                            道路新設・改築 

１ 工事区分  工事発注を意識した分割        築堤護岸、道路改良 

 

 ２ 工種区分  構造物の部位を施工する一連作業の総称 道路土工、擁壁工 

 

 ３ 種別区分  全体の見通しをよくする集約      現場打躯体工 

                            土留仮締切工 

 ４ 細別区分  工事の単位目的物、契約数量を表示   ｺﾝｸﾘｰﾄ、鋼矢板 

 

 ５ 規格区分  材質、規格など契約上明示する条件   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 

                            矢板形状・規格 

 ６ 積算用条件 積算作業の条件で契約上明示しないもの ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法 

 

 

（３）本規則は、高知県における地方自治体（県市町村）の小規模な土木一式工事の

場合は、これまでの我が国の公共工事における慣例と異なり、表 24-1のﾚﾍﾞﾙ６；積算

用条件を、発注公告書類の一である工事内訳明細書に、できるだけ詳細に明示するこ

とにした。発注者が、積算作業の条件を明示しない場合は、標準的な条件を想定した

とみなされるので、応札者が、入札書類の一部で示した施工計画を積算作業の条件と

してもよい。 

 

第１０章 入札公告文書 (公募書類) 

 

第 25条 入札公告文書(公募書類) 

 

入札公告は、以下に示す文書によって構成するのを原則とする。 

(1) 入札公告、工事内容、工事内訳明細書、設計図、製品見本等 

  (2) 共通仕様書、特記仕様書(技術指針) 

  (3) 契約書類;適用される契約約款 

 (4) 技術提案書に記載すべき事項 

(5) 入札書類の審査(適性)基準および落札基準 

(6) 入札時に提出する技術提案書の添付資料の項目 
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(解説) 

（１）応札者の価格提案は、発注者が入札公告書類の一部として作成した工事内訳明

細書のﾚﾍﾞﾙ 4細別区分毎に単価を記入した工事費内訳明細書を提出することが基本

となる。 

（２）応札者は、工事費内訳明細書による価格提案に加えて、配置予定の監理技術者

の経歴と実績、規定書式による技術提案書、工程表等を提出することを求められ

る。 

（３）入札時に提出する技術提案書の添付資料に含むべき項目は、以下に示す通りで

ある。 

① 応札する建設会社（ｺﾝｽﾄｸﾀｰ）の会社の組織図 

② 全従業員のﾘｽﾄ、職種、居住地、勤務形態 

③ 建設現場の組織図、配置予定人員のﾘｽﾄ、職種、居住地、勤務形態 

④ 会社の歴史と実績 

⑤ 配置予定監理技術者の経歴と実績 

⑥ 福利厚生と納税の申告・証明書 

⑦ 従業員(建設労働者)の支払賃金内訳申告書 

⑧ 労働者保護規定に関する宣誓書 

⑨ 緊急時連絡体制図 

⑩ 賠償責任保険の保険証書 

⑪ 品質管理水準の証明書 

⑫ 保有建設機械ﾘｽﾄ 

⑬ 建設機械・建設労働者の投入予定表 

⑭ 工程表 

⑮ 建設現場の仮設基本計画 

 

第１１章 約定工期と工程 

 

第 26条 約定工程と約定工期 

 

高知県の地方自治体（県市町村）の発注者は、当該土木一式工事の建設現場の施工

条件、地盤・地理条件、気象・海象条件、祝祭日、有給休暇、および的確な作業稼働

率を的確に検討して、適切な日数を考慮した工程および工期を設定するのを原則とす

る。 

 

（解説） 

本規則で想定している一般的な建設現場における建設労働者（自前施工の場合は受注

者（元請負会社）の従業員）の労働時間は、1日に 8時間、1週間に 5日間（週 40時

間）、1カ月に 22日間（176時間）、1年間（12カ月）に 2112時間を基本として、そ
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こから国民の祝日 15日間（120時間）、有給休暇 20日間（160時間）、年末年始特別

休暇 5日間（40時間）を控除した、1792時間が標準年間総労働時間としている。約定

工程および約定工期は、標準年間総労働時間の範囲内で、建設現場の建設労働者が、

余裕を持って仕事に取り組むことができるように算定しなければならない。 

 やむを得ず、標準年間総労働時間を越えることを想定する場合は、労務費（労務単

価）を所定の比率で割り増して、発注者は、設計価格を算定しなければならない。

（第 31条 条文・解説参照） 

 

第１２章 発注者の入札業務及び情報提供に関する基本方針 

 

第 27条 発注者が準備する入札書類 

 

発注者は、入札を実施するに当たり、当該土木一式工事の一般的特性および技術的

特性について、応札者が的確な工事価格（工事内訳明細書の単価の決定）を算定でき

るように、共通・特記仕様書や設計図面と共に、工事全体、工種、種別、細別、規

格、積算条件等の各費目（ﾛｯﾄ）の仕様と数量とが明示された工事内訳明細書を準備す

るのを原則とする。 

 

（解説） 

（１）第 24条 条文・開札参照 

（２）一般競争入札の場合、入札書類は、一般に、有料で応札者に配布される。 

 

第 28条 入札公告の時期 

 

発注者は、落札者を決定した時点で、当該企業が直ちに工事を実施できる施工現場

の環境条件を整備した後に入札を公告するのを原則とする。 

 

第 29条 応札希望者への公平な配分（機会均等） 

 

幅広い意向確認後に限定した複数の応札者を指名する意向確認型制限競争入札、発

注者の判断で応札者数を限定指名する選択型指名競争入札、あるいは１者の応札者を

特定する随意契約を実施する場合は、有資格者である応札者への公平な配分に努めな

ければならない。 

 

（解説） 

（１）第 21条 条文・解説参照 

（２）制限競争入札および随意契約の場合、入札書類は、一般に、無料で応札者に配

布される。 
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第 30条 応札者の誠実義務 

 

応札者は、当該工事に相応しい適格で有能で信頼できる企業であることを説明する

ために、発注者から要請される全ての項目について、正確で最新の内容の資料および

情報を提供しなければならない。 

 

（解説） 

（１）第 6条、第 7条、第 8条 条文・解説参照 

（２）応札する建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）が、自らの会社の実績、財務状況、従業員の人

数・職能・賃金・職務経験、保有建設機械、安全衛生管理、福利厚生等、当該工事に

相応しい適格で有能で信頼できる企業であることを説明するための項目について虚偽

申告した場合は、原則として、営業停止処分あるいは建設業許可取消処分という監督

処分の対象とする。 

 

第１３章 公募手続きおよび公募書類 

 

第 31条 建設労働者の基本（最低）賃金の確保 

 

応札者は、応札書類の一部として、発注者から提供された工事内訳明細書に単価を

記入した入札価格が妥当であることを説明する工事費内訳明細書と共に、当該建設現

場に投入予定の建設労働者について、職種、構成員数、および基本的な給与（労務賃

金；生活賃金、健康保険、社会保険、年金等）を説明できる資料を提出しなければな

らない。 

 

（解説） 

（１）本規則は、高知県における土木一式工事に携わる建設労働者の標準労働時間を

1年間で 2112時間（国民の祝日、有給休暇、年末年始休暇を控除すると実質 1792時

間）、1月で 176時間（22 日間）、1週で 40時間（5日間）、1日 8時間として、建

設労働者の基本賃金を、年収、月収、時給の単位で規定するのを原則としている。 

（２）これまでの日本の公共工事ｼｽﾃﾑでは、建設労働者の賃金の算定根拠として設計

労務単価が参照されてきた。設計労務単価は、日給の単位で規定され、公共発注者の

積算（官積算）において直接工事費の労務単価として活用されている。しかし、日給

の単位で規定された設計労務単価と建設労働者の実質的な賃金（月収あるいは年収）

との関係が不明瞭であること、日給の設計労務単価に、健康保険、社会保険、年金等

の諸費用が明示的に含まれないこと等の根本的な不具合があるのが現状といえる。 

（３）本規則は、建設労働者の賃金を日給で規定することを止めて、基本的な生活賃

金、健康保険、社会保険、年金等が含まれる、月給と年収で規定することとした。こ

れに伴って、建設現場の労働生産性（積算における労務歩掛）を検討する場合は、こ
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れまでの「日当たり」のみから、欧米諸国を始めとする諸外国の標準といえる「時間

当たり」でも検討することが必要となる。 

（４）建設労働者の年齢、経験年数、職種、技術・技能の熟練度等によって、建設労

働者の基本賃金は異なるものである。本規則は、南海ﾄﾗﾌ地震への防災活動の根幹の一

つである社会基盤施設（ｲﾝﾌﾗ）の開発整備管理運営に直結する土木一式工事に携わる

建設労働者として、高知県の若者から優れた人材を持続的に確保することを見据えて

規定している。 

（５）本規則は、建設労働者の技能・熟練度の水準に応じて賃金が上昇するｼｽﾃﾑが適

切としている。したがって、建設労働者が、自らの技能・知識、熟練度を向上できる

教育と訓練の仕組みが必要不可欠である。しかし、残念なことに、これまでの日本の

建設業界は、建設現場の建設労働者に対する組織的な技能教育と訓練組織的な技能教

育や訓練に積極的に取り組んでこなかったといえる。一応の社会的権威と認知がある

設計労務単価表においても、同一職種は同一賃金のみが規定されており、技能の熟練

度の向上に応じて賃金を上昇させる仕組みになっていない。本規則は、建設労働者の

年齢、経験年数、職種、技術・技能の熟練度等によって、建設労働者の基本賃金は異

なるべきとしているので、高知県建設業協会、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会高知県支部等の建設技

術者・技能者協会が、建設現場の建設労働者に対する組織的な技能教育と訓練の仕組

み作りに、早急に取り組むことが望まれる。 

（５）公共調達規則として、建設労働者の基本（最低）賃金の金額そのものを取り扱

うことは、公共調達規則の役割を逸脱すると思われるので、条文で金額は規定してい

ない。本規則の趣旨に則って高知県建設業協会等の民間の技術者・技能者協会や労働

組合が基本（最低）賃金を立案して、高知県の地方自治体（県市町村）の発注者が、

地域に根付いて自前施工できる地方中小建設会社（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ）と協議して、その金額と

運用方法について合意することが必要といえる。 
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（参考）高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会で意見交換してきた、高知県の建設労働者

（土木作業員）の基本（最低）賃金（案）の一例を示すと、表―13.1のとおりであ

る。 

 

表 13-1 高知県の建設労働者の基本賃金（土木作業員）（案）（2015年度） 

 

［基本賃金の一例］（１）（技能・資格・経験・年齢等を考慮した場合） 

 

 熟練度      年収    月収   （月収＋ ﾎﾞｰﾅｽ／年） 年齢の目安 

 

見習     ２４０万円  ２０万円 （１４万円＋ ７２万円） 

初級       ３００万円  ２５万円 （１７万円＋１３７万円） ３０歳 

  初級（資格有）３５０万円  ２９万円 （２０万円＋１１０万円） 

  中級     ４００万円  ３３万円 （２３万円＋１２６万円） ４０歳 

中級（資格有）４５０万円  ３８万円  （２６万円＋１４１万円） 

上級      ５００万円  ４２万円  （２８万円＋１５７万円） ５０歳 

  上級（資格有）５５０万円  ４６万円  （３１万円＋１７３万円） 

 

 

［基本賃金の一例］（２）（技能・熟練度を考慮した場合） 

 

  熟練度      年収    月収   （月収＋ ﾎﾞｰﾅｽ／年）  

 

見習      ２４０万円  ２０万円 （１４万円＋ ７２万円） 

単純労働者    ３００万円  ２５万円 （１７万円＋１３７万円）  

  単純（資格有） ３６０万円  ３０万円 （２０万円＋１１０万円） 

  熟練労働者   ４２０万円  ３５万円 （２４万円＋１３８万円）  

熟練（資格有） ４８０万円  ４０万円  （２７万円＋１５６万円） 

技能者     ５４０万円  ４５万円  （３１万円＋１６８万円）  

  技能者（資格有）６００万円  ５０万円  （３４万円＋１９２万円） 

 

 

①この金額は、建設現場の土木作業員の生活賃金と職能賃金、健康保険・社会保険・

年金の支払費用、税金を含んでいるので、手取りの収入金額は、表 13-1の金額の７

０%程度となる。 

② 現場監督、世話役、職長等の管理業務に携わる建設労働者の基本賃金は、ここで示

した上級あるいは技能者の値の、５～１０％増しとするのを標準とする。 
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③ 表 13-1で表示した金額は、高知県の土木一式工事において、発注者の積算、およ

び落札希望者の見積り・入札価格の算定において、建設労働者（土木作業員）の基本

賃金として確保しなければ（落札した建設会社が建設労働者（従業員）に支払わなけ

れば）ならない最低金額である。 

④ 個別の建設労働者の基本賃金は、建設労働者の技能と熟練度を基本に決定する

が、経験年数や年齢を考慮して増減してもよい。 

⑤ 応札書類では、配置予定の建設労働者の基本賃金の平均値を用いて、支払予定労務

費を算定（説明）してもよい。 

⑥ 建設労働者の基本賃金（土木作業員）の時給は、年収を標準年間総労働時間 2112

時間（1792時間）、あるいは月収を 176時間で除した値とする。たとえば、中級（年

収 400万円）の時給は、1894 円（2232円）、上級（年収 500万円）の時給は、2367

円（2790円）となる。 

 

 

［よもやま話］建設労働者の賃金は他産業の労働者と比較して高い、といわれているｽ

ｲｽ(2014年の全産業の平均年収；900万円)の地方部における建設労働者の最低賃金

は、現場作業員が、月収で、51万円（初級）から 64万円（１級）、現場監督（上

級）が、73万円 と、ｽｲｽ建設技能者・技術者協会が全国労働協約として公表してい

る。手取りは、この値の約 70%とのことである。 
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第１４章 入札公募期間 

 

第 32条 入札公募期間 

 

（1）入札公告から入札まで、応札者が準備できる十分な期間を設定しなければなら

ない。 

（２）緊急を要する工事の場合でも、最低 10日間の応札準備期間を設定するのを原

則とする。 

 

（解説） 

（１）入札公告から入札まで、応札しようとするものが、入札書類を準備できる十分

な期間は、4週間から 6週間を標準とする。 

 

第１５章 入札審査期間および応札内容の有効期間 

 

第 33条 入札審査期間および応札内容の有効期間 

 

（１）入札書類の、技術資料と価格（総価および工事費内訳明細書（単価））は、同

時に提出するのを原則とする。 

（２）価格の市場流動性を考慮して、入札書類における価格の有効期間は、原則とし

て、1カ月間とする。 

（３）入札書類の審査および評価の結果は、原則として、1カ月以内に公告するのを

原則とする。 

（４）大規模で複雑な工事の場合であっても、入札書類を審査および評価する期間

は、原則として、3カ月以内とする。 

 

第１６章 入札費用（入札ｺｽﾄ） 

 

第 34条 入札費用（入札ｺｽﾄ） 

 

（１）一般の設計・施工分離発注方式の場合、応札者が入札の準備に要した費用は、

発注者は支払わなくてよい。 

（２）特別な理由で設計・施工一括発注方式（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞﾙﾄﾞ）とした場合は、発注者

は、応札者が入札の準備に要した費用を支払うのを原則として、公募書類に、その

金額と支払い方法を明示しなければならない。 
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第１７章 入札内容の保全（守秘）と取扱い（管理） 

 

第 35条 入札内容の保全（守秘）と取扱い（管理） 

 

（１）入札書類の提出は、封印された郵便物、あるいは電子ﾃﾞｰﾀのいずれかとする。 

（２）提出された入札書類は、開札日まで、郵便物の場合は、封印したままで、 電

子ﾃﾞｰﾀの場合は、所定の格納ﾌｧｲﾙに暗号化して、保管する。 

 

（解説） 

（１）入札書類の提出期限後であっても、開札日までは、すべての入札書類（添付資

料を含む）は、厳重に封印して守秘しておかなければならない。 

（２）本規則は、現在(平成 27年 3月)の国土交通省のやり方、すなわち、応札者に参

考資料として提出を求めた工事費内訳書について、発注者の一部の担当者が開札日

前に開封して内容を確認するという行為は、著しく妥当性に欠けるという立場で規

定されている。 

 

第１８章 入札書類の開札 

 

第 36条 入札書類の開札 

 

（１）入札書類を開札する日時と場所は、公募書類に明示しなければならない。 

（２）入札書類の開札にあたっては、応札者を代表する者１名が、立ち会わなければ

ならない。 

（３）入札書類を構成する技術資料および価格に関する資料は、同時に開札しなけれ

ばならない。 

（４）入札書類の開札会場で、応札者および入札価格（総価）のみを、大声で読み上

げて、公知の事実として、議事録（書面）を作成しなければならない。 

 

（解説） 

（１）入札書類の開札の手続きが終了した時点から、入札書類の確認、審査、評価が

開始される。 

（２）本規則は、これまでの日本の公共工事ｼｽﾃﾑおける、開札後に速やかに落札者が

決定される、いわゆる開札即時落札者決定原則をとっていないことに注意する必要

がある。 

 

第１９章 入札書類の確認と審査 

 

第 37条 入札書類の内容の明確化および審査 



- 36 - 

 

（１）一般競争入札の場合、落札者を決定するまでの期間中、入札書類の内容につい

て、応札者の技術力、価格、あるいは財務健全性等について不明（不明確）な事柄

がある場合に限り、発注者は、応札者と、個別に協議（交渉）することができる。 

（２）発注者と応札者が個別に協議（交渉）した内容は、議事録（書面）を作成し、

落札者が決定するまで、当事者のみの秘密事項とするのを原則とする。 

（３）発注者と応札者との個別に協議（交渉）にあたって、発注者が要請した資料や

情報を、応札者が所定の期限までに提出しなかった場合は、当該応札者を、審査対

象から排除してよい。 

（４）一般競争入札の場合、入札書類の審査の内容と手順は、以下に示す 4 段階とす

る。 

① 提出資料の不足の有無、単価が正確（妥当）に記載されているか確認。 

② 企業（会社）評価 

③ 施工計画、技術提案、材料、仮設、各種計算の正確さの確認。 

④ 価格に間違いがある（と思われる）資料の再確認。（著しく低い場合及び

著しく高い場合） 

（５）不当（不法）に低いと考えられる入札価格、および法外に高いと考えられる入

札価格は、審査の対象から排除してよい。 

 

（解説） 

（１）本規則は、高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事

の落札者は、妥当な入札価格を提示した適格（有資格）で有能で信頼できる建設会

社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）を、透明で公正（非差別と自由参入の原則）な競争過程を経て決定

することとしている。 

（２）法外に高い入札価格、不当（不法）に低い入札価格と提示した企業と契約しな

いようにするために、応札価格の平均値から、20％以上低い（高い）入札価格を提

示した応札者は、排除するのを原則とする。 

（３）応札者は、発注者が要請した追加の資料あるいは情報を、1週間以内に提出し

なければならない。1週間以内に提出しない応札者は、落札者の選考から除外して

よい。 

 

第２０章 入札価格の審査（単価、小計、合計（総価）の優先度） 

 

第 38条 入札価格の審査 

 

（１）一般（総価単価契約）の場合、工事費内訳明細書において、数量と単価を乗じ

た小計（計算値）が、入札書類の値と一致しない場合は、単価が正しいとして、小

計を修正してよい。 
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（２）一般（総価単価契約）の場合、工事費内訳明細書において、幾つかの工種の小

計を加えた合計（計算値）が、入札書類の値と一致しない場合は、小計が正しいと

して、合計を修正してよい。 

（３）総価契約の場合は、工事費内訳明細書において、単価あるいは小計等に不整合

や疑義が認められても、入札書類の合計（総価）を正しいとして、これを修正して

はならない。 

（４）（１）および（２）の作業を実施した場合は、その詳細な経緯が分かる書面に

よる記録を作成しなければならない。 

 

（解説） 

（１）応札者の入札価格の算定過程における、数字の誤記載、数量の単位の取り違え

等の不注意による人為的過失を、一定の範囲内で救済するために、この規定を設け

た。 

 

第２１章 入札書類の評価 

 

第 39条 入札書類の評価 

 

（１）高知県で、高知県、高知市、香美市等の地方自治体が発注する土木一式工事の

入札書類の評価にあたっては、品質、価格及び地域親和力等を、加算方式で総合的

に評価して、総合点が最も高い応札者を落札候補者とするのを原則とする。 

（２）入札価格が最低価格であることを、落札候補者を選定する決定的要因としては

ならない。 

 

（解説） 

（１）入札過程が、工事総額（総価）の札だけ入れて、最低額表示の業者が落札者に

決まる、という過程であってはならないこと、及び、適正な価格で適正な工事を行

うこと、という目的を達成するために、総合評価落札方式とした。価格のみの評価

で落札者を決定することをしないために、価格以外の項目の総合的な評価点を価格

で除した値を比較するという除算方式は、結局は、低価格（小さい値で除する）を

提示した者が著しく有利となる欠点があるので、加算方式の総合評価方式としてい

る。 

（２）加算方式の総合評価落札方式の長所の一つは、総合評価に於ける価格の比率を

明示できることである。 

（３）本規則で、入札書類の評価を、加算方式の総合評価落札方式とするにあたっ

て、過去 10年間にわたって取り組んできた、ｽｲｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｵｰｽﾄﾘｱ等の欧州諸国の、

人口数万人から 30万人以下の中小地方自治体における、地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸ

ﾀｰ）が施工する小規模な土木一式工事の入札・契約制度に関する調査研究成果から
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得られた知見を参考にしている。 

（４）本規則は、高知県の地方自治体の地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）による小規模

な土木一式工事の入札・契約制度は、大手ｾﾞﾈｺﾝ（ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ；請負会社）による大都

市圏の大規模な土木一式工事の場合と基本的に異なる評価方法とすべきという立場

にたって、加算方式の総合評価落札方式が適切と規定している。 

 

第 40条 総合評価方式における価格の比率 

 

土木一式工事の入札にあたって、工事実績、工事計画、地域親和力等を、高知県

で、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体が加算方式による総合評価落

札方式で評価する場合、価格の比率は、20％以上 80％以内を原則とする。 

標準的な価格の比率は、40%～60%とする。 

 

（解説） 

（１）本規則で、総合評価方式における標準的な価格の比率を、40%～60%としたの

は、過去 10年間にわたって取り組んできた、ｽｲｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｵｰｽﾄﾘｱ等の欧州諸国の、

人口数万人から 30万人以下の中小地方自治体における、地方中小建設会社（ｺﾝｽﾄﾗｸ

ﾀｰ）が施工する小規模な土木一式工事の入札・契約制度に関する調査研究成果から

得られた知見を参考にしている。 

（２）一般競争入札の場合、価格の比率は 40%、指名競争入札の場合、価格の比率は

60% を標準としてよい。 

（３）加算方式の総合評価落札方式の、落札判定基準の一例は、以下に示す通りであ

る。 

 

（例１）落札判定基準の一例 

①価格 60%  

地域親和力：地域親和力に関するﾎﾞｰﾅｽ（計算式による） 

②主要人員の専門的能力 20% （工事責任者／現場監督） 

③入札内容のｸｵﾘﾃｨ 20% （業務分析、作業方針、工事計画） 

 

（例２）落札判定基準の一例 

①価格 40% 

②地域親和力 10% 

③工事実績 10% 

④主要人員の専門的能力 20% （工事責任者／現場監督） 

⑤工事計画 10% 

⑥代替技術提案 5% 

⑦技術水準の適合性 5% 
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（例３）落札判定基準の一例 

①価格 60% 

②施工者の実績・経験 15% （工事責任者／現場監督） 

③工事計画 25% （作業方針、工事手順） 

 

第 41条 総合評価方式における価格点の評価方法 

 

総合評価方式における価格の評価方法は、入札書類の審査に合格した応札者が提示

した最低価格を基準として、価格点を算定するのを原則とする。 

一般に、総価（入札価格の総額）を、価格点の評価の対象としてよい。 

特別な理由がある場合は、ﾚﾍﾞﾙ 4の細別区分の単価も、価格点の評価の対象として

もよい。 

 

（解説） 

（１）本規則は、最近の日本の地方自治体で採用されている「最低制限価格」制度

は、合理性に欠けるとして採用していない。したがって、入札書類の審査に合格した

すべての応札者が提示した総価を、総合評価方式における価格点を算定する根拠とし

てもよい。 

（２）特別な理由がある場合は、ﾚﾍﾞﾙ 4の細別区分の単価を、価格点の評価の対象とし

てもよいが、建設労働者の基本賃金の確保、建設機械の運転・操作の安全・合理性等、

評価に先立って、審査の過程で照査すべき項目があることに注意する必要がある。 

（３）価格点の評価方法は、大別して、以下に示す 2種類がある 

① 最低価格を最高点として、それより高い価格の場合は、最低価格との比率によ

って、連続的に価格点を減少させる方法。 

（例 1） 

    最低価格の提案            5点       a0 

最低価格より高い提案                     a1 

    最低価格の 150%の提案         1点 

        上記の 2つの点数の間で比例補完による点数賦与;小数点以下 2位まで 

        最低価格の 150%より高い提案   1点 

最低価格より高い提案の価格点  x1 = 5 - α × ( a1 – a0) / a0 

                                      α; 補正係数（上記の場合；８） 

 

   (例 2) 

        最低価格の提案          100点    a0 

    最低価格より高い提案                    a1 

        最低価格より高い提案の価格点  x1 = 100 × (a0 / a1) × α 

                                       α; 補正係数 
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 ② 最低価格を最高点として、それより高い価格の場合は、最低価格との差によっ

て、段階的に価格点を減少させる方法。 

   (例 1) 

            最低価格との差                点数 

            ０～ ２  ％        ６ 

      ２～ ４  ％        ５ 

      ４～ ８  ％        ４ 

      ８～１６  ％        ３ 

     １６～３２  ％        ２ 

     ３２     ％ 以上     １ 

 

ここで規定した点数の意味は、以下に示す通りである。 

 

   点数 

    ６    秀 

    ５    優 

    ４    良 

    ３    かろうじて十分 

    ２    不十分 

    １    使いものにならない 

 

（４）高知県の地方自治体（県市町村）が小規模な土木一式工事を発注する場合、当

該工事の特性を考慮して、工事毎に適切な価格点の算定方法を定めなければならな

い。 

 

第 42条 地域親和力の算定方法 

 

総合評価方式において、品質・技術と価格に関する事項と共に、社会基盤施設（ｲﾝﾌ

ﾗ）の開発整備管理運営に携わる地域・若手人材の育成実績、技術・技能の伝承、納

税・購買・雇用・地域災害貢献の実績、地域行事貢献の実績、環境保全等に関する応

札者の地域親和力を評価項目として考慮する場合は、総合評価における総合点数の加

重合計は、10％を標準とする。 

特別な理由がある場合は、これを 20%まで引き上げてもよい。 

 

（解説） 

（１）本規則は、これまでの地域要件を撤廃して地域親和力を新たに導入する立 

場で規定されている。 
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（２）当該土木一式工事の特性によっては、総合評価における地域親和力の点数の加

重合計を、20％まで引き上げてもよいが、透明で公正な競争という、本規則の基本理

念に抵触しないように注意する必要がある。地元の業者や産品のみを一律に優先する

こと、地元の事情に精通していることを形式的な条件のみで応札の条件とすること等

は、法令違反とみなされる可能性があるので注意する必要がある。  

（３）一般に、建設系の高校生や大学生のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの受入実績、二酸化炭素排出削

減の取組み実績、人員や資機材の運搬（移動）の効率化による省ｴﾈﾙｷﾞｰの取組み実績

等は、地域親和力の算定に考慮することができる。 

（４）高知県の地方自治体（県市町村）が小規模な土木一式工事を発注する場合、当

該工事の特性を考慮して、工事毎に適切な地域親和力の算定方法を定めなければなら

ない。 

 

第２２章 落札者の決定手続き 

 

第 43条 設計価格の上限管理 

 

落札見込価格が、公共発注者が予め算定した設計価格を上回る場合は、以下に示す

手続きを経るのを原則とする。 

 

 設計価格を上回る比率 

～ 5％ 通常通り 

 5％ ～ 15％ 知事、市長等の首長あるいは部局長の決裁 

    15％ ～ 入札手続きのやり直し(公募条件の見直し) 

 

（解説） 

（１）第 15条 条文・解説参照 

（２）本規則における設計価格は、現在の日本の公共工事における予定価格と性格が

異なるものなので、応札価格に対する上限拘束性を規定しないで、柔軟な運用がで

きるように規定した。 

（３）本規則における、すべての応札価格が設計価格を上回る場合の規定は、欧米諸

国の地方自治体の公共工事における標準的な対処方法と、ほぼ同様となるように定

めている。 

 

第２３章 契約文書 

 

第 44条 - 1  契約文書の書式と内容 

 

（１）契約文書の書式と内容は、その大部分は、工事公告における公募書類に明示さ
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れていなければならない。 

（２）当該土木一式工事の各工種の単価は、落札者が入札種類の一部として提出した

工事費内訳明細書に記載された単価とするのを原則とする。 

 

第 44条 - 2 落札できなかった応札者への通知及び入札書類の取り扱い 

 

（１）発注者は、落札できなかった応札者へ、できるだけ早急にその結果を知らせな

ければならない。 

（２）落札できなかった応札者が、発注者に、質問あるいは異議がある場合は、通知

を受領してから、2週間以内に、文書で提出しなければならない。 

（３）落札できなかった応札者が提出した応札書類は、不採択の通知から 1 カ月以内

に要請があれば、発注者は、応札者に返却しなければならない。 

 

弟 44条 - 3 落札者決定の経緯の記録作成と報告義務 

 

（１）発注者は、当該入札公募の落札者決定に至る経緯について、その詳細が容易に

分かるような記録を作成しなければならない。 

（２）落札者決定の経緯について作成した記録は、それを希望する人々が容易に閲覧

できるようにしなければならない。 

 

（解説） 

（１）入札公募の落札者決定の経緯について作成した記録は、各地方自治体のﾎｰﾑﾍﾟｰｼ

への掲載ﾞあるいは紙媒体資料として閲覧可能としなければならない。 

 

第 44条 - 4 落札者決定の経緯の照査 

 

（１） 発注者は、当該工事の入札過程が健全で合法的であったかどうかを照査するた

めに、当該工事の関係者以外の委員から構成される、特別委員会を組織して、定期

的に開催しなければならない。 

（２）特別委員会は議事録を作成して閲覧可能とすると共に、議事要旨を公開しなけ

ればならない。 

 

（解説） 

（１）第 20条 条文・解説参照 

（２）ここでいう特別委員会の機能と役割は、総合評価特別委員会が代替することが

できる。 

 

第２４章 施工（工事の実施） 
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第 45条 工事日報の提出 

 

（１）受注者は、工事の経緯について、毎日、現場責任者の署名入りの工事日報を作

成し、発注者の施工管理担当者に提出しなければならない。工事日報には、労働者

数、主要機械の種類と使用時間、労働者の作業内容および作業時間、主要材料投入

（搬入）量等、行われた作業に関する事項を記載する。 

（２）受注者が明確かつ緊急に示した懸念は、発注者の施工管理担当者に、口頭で表

示すると共に、直ちに工事日報に記載する必要がある。 

（３）地質条件、天候、建設市場の情勢が、当初の想定から著しく異なるような場合

は、その概要を工事日報に記載すると共に、その詳細に関する発注者と受注者との

協議内容と合意事項を記載した打合せ簿を作成しなければならない。 

 

（解説） 

（１）本規則で規定している高知県の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土

木一式工事の契約は、発注者が公募書類の一部として作成した工事数量明細書の細

別区分の数量と、応札者の判断で値入れした単価から算定した小計を合計した総価

に基づく総価単価契約である。したがって、当該土木一式工事の施工開始前に、標

準と異なると想定した材料や機械の数量や単価(歩掛り・生産性)が妥当であったか

どうかを確かめるためのｺｽﾄ管理、すなわち、統計的なｺｽﾄの経過分析が必要不可欠

となる。その基礎資料として、受注者は、正確で過不足のない工事日報を作成し

て、発注者に提出しなければならないのである。 

（２）工事日報および打合せ簿は、その都度、発注者と受注者の責任の所在を明らか

とするために、署名（捺印）しなければならない。 

（３）工事日報は、建設現場の施工条件を考慮して、標準設計や標準積算と異なった

設計や施工を実施したことが、より合理的で妥当であったことを、内部監査や会計

検査で説明（証明）するための根拠資料となるので、厳正に記載しなればならな

い。 

 

 

 

第 46条 品質保証(受入検査・品質管理)の担当者（責任者・責任技術者） 

 

（１）発注者は、受入検査という役割を的確に担うことができる者を、当該工事現場

に、適切な頻度で派遣し（立会させ）なければならない。 

（２）受注者は、品質管理という役割を的確に担うことができる者を、当該工事現場

に、適切に配置しなければならない。 

 

（解説） 
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（１）第 47条 条文・解説参照 

 

第 47条 受入検査の実施 

 

（１）出来高部分支払いに必要な受入検査は、工事の進捗に応じて、発注者および受

注者の両者の共同で行うのを原則とする。 

（２）当該工事の現場作業を継続すると、現場における受入検査（確認）が困難とな

る場合は、受注者は、発注者に対して、適切な時期に共同の受入検査を実施したい

ことを、前もって申請しなければならない。 

（３）受注者が文書による工事（部分）完了通知を提出した場合、発注者は、2週間

以内に、受入検査を実施しなければならない。 

（４）受注者が文書による工事（部分）完了通知を提出てから、2週間を越えて受入

検査が実施されなかった場合は、受入検査に合格した場合と同様に取り扱わなけれ

ばならない。 

 

（解説） 

（１）本規則の工事契約は、総価単価契約に基づいた出来高部分払いなので、出来高

部分を査定するため受入検査は、重要な作業である。この作業を、的確かつ効率的に

実施するために、本規則は、公共の”建設管理者”と民間技術者（ﾋﾄ）の役割を信頼

して受入検査することを前提にしている。すなわち、発注者と受注者の現場の担当者

（監督官・検査官；現場責任者・責任技術者）が、当該現場に両者共に立ち会って検

査するのを、受入検査の原則として、この両者が署名（捺印）した検査（合格・不合

格）書類を作成することを、受入検査の基本としている。これまでのような、監督官

（検査官）や黒板を入れた現場写真、あるいは数多くの検測図やﾁｪｯｸｼｰﾄ等（ﾓﾉ）の膨

大な資料を作成する作業を、できるだけ簡素化することを念頭に規定している。 

（２）一般に、発注者の当該現場の担当者は、複数の現場を担当しているので、当該

現場の受入検査に、受注者の都合のよい時期に機動的に立ち会うことは、それほど容

易なことではない。したがって、当該現場の工程の進捗について、工事日報等によっ

て的確に情報提供・共有すると共に、受注者は、発注者に対して、事前に、希望する

受入検査の時期と内容について依頼しておかなければならない。 

 

第２５章 工事費の支払い 

 

第 48条 前払金 

 

（１）発注者は、受注者が要請した場合は、前払金を支払ってもよい。 

（２）前払金は、落札金額の 10%を標準とする。 
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（解説） 

（１）21世紀初頭の欧米諸国（先進国）の地方自治体が発注する公共工事において、

発注者が受注者に、前払金を支払っている事例は、皆無といっても過言ではない。本

規則は、現在の日本の公共工事において慣習化している前払金 40％は、健全な財務体

質と強靱な経営基盤の確立を目指している、高知県の中小建設会社にとって有害（百

害あって一利なし）という認識にたっている。しばしば問題にされてきた不合理な低

価格入札を排除するためにも、不健全な財務体質と脆弱な経営基盤の中小建設会社

が、前払金欲しさに赤字覚悟で入札したくなるという動機（ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ）の誘因となるｼ

ｽﾃﾑは、将来の高知県の建設業のために改善するのが妥当という視点にたっている。 

（２）高知県における、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体が発注す

る土木一式工事において、落札者が、高知県知事許可を保有する地方中小建設会社（ｺ

ﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）の場合、前払金は、落札金額の 10%を標準とする。特別な事情がある場合

は、前払金を、落札金額の 20%を限度として支払ってもよい。 

（３）落札者が、国土交通大臣許可を保有する大手の請負会社(ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ)の場合は、前

払い金は、10%以下を標準とする。 

 

第 49条 前払金の返済 

 

受注者は、前払金を受領した場合、出来高部分払いの金額と相殺して、当該請負工

事の約定工期（出来高）の半ばまでに精算して無利子で返済しなければならない。 

 

第 50条 出来高部分払いの原則 

 

発注者は、受注者の出来高を受入検査（”数量”の確認と”品質”の確認）して、

出来高部分について、できるだけ短い時間間隔で部分支払いしなければならない。 

 

（解説） 

（１）高知県に拠点をおき高知県知事許可を受けて土木一式工事を主たる業務として

いる自前施工できる地方中小建設会社の大多数が、その財務基盤が脆弱な中小企業で

あることを考慮して、景気対策・地域経済振興・地方創生という公共工事の波及効果

の一つを十分に発揮させるために、第 50条のように規定した。 

（２）建設材料、建設労働者、建設機械等の資源を投入した結果の出来高部分に対し

て、その費用を出来るだけ迅速に現金で支払うことは、借金の証文である約束手形で

支払う必要性を減少させ、建設関連産業のｷｬｯｼｭﾌﾛｰを活性化させるので、地域経済の

振興に貢献できる効用が期待できる。 

（３）できるだけ短い時間間隔とは、１ヶ月毎を標準とするが、特別な場合は、２週

間毎としてよい。 

 



- 46 - 

第 51条 出来高部分払いの請求 

 

（１）受注者は、原則として、随時に出来高部分の工事費を請求することができる。 

（２）工事費を請求する時期は、工事請負契約締結時に発注者に文書で通知しなけれ

ばならない。 

 

（解説） 

（１）発注者は、受注者の出来高部分について、できるだけ短い時間間隔で部分支払

いしなければならないという基本方針に基づいて、受注者の権利についての原則を、

条文として明文化した。当該土木一式工事の特性、それに携わる発注者および受注者

の人員によって、請求する時期を適切に決めるのがよい。 

（２）随時にとは、短い時間間隔でも長い時間間隔でもよいという意味である。 

 

第 52条 出来高部分払いの工事費（支払い金額） 

 

工事費の支払い金額は、落札者との契約において定めた単価と実際に施工した工事

数量によって算定するのを原則とする。 

 

（解説） 

（１）工事費の支払いにあたって、工事項目によっては、出来高の比率によって支払

い金額を算定する場合もあるので、第 52条の規定は、原則としている。 

 

第 53条 出来高部分払いの頻度 

 

（１）出来高部分払いは、毎月出来高部分払い方式を標準とする。 

（２）出来高部分払いの頻度は、当該工事の落札者と発注者との、工事契約書に明記

しなければならない。 

 

（解説） 

（１）工事開始前に、受注者から発注者に、文書による要請があった場合は、部分払

いを、毎月出来高部分払い方式でなく、一定期間毎、特定作業完了毎、あるいはユニ

ット完了毎等とすることができる。発注者と受注者が合意した出来高払いの頻度（間

隔）は、工事契約書に明記しなければならない。 

 

第 54条 出来高部分払いの支払い期限 

 

発注者は、受注者から、出来高部分払いの請求書を受領した場合、1か月以内に、

これを現金で支払わなければならない。 
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第 55条 出来高部分払いの請求書 

 

（１）受注者は、発注者に対して、見やすく詳細で検査可能な請求書を作成して提出

しなければならない。 

（２）受注者が検査可能な請求書を提出しない場合は、発注者は受注者の費用で請求

書を作成することができる。 

 

（解説） 

（１）出来高部分払いは、受注者が、発注者に対して、請求書を提出することによっ

て、その作業が開始される。請求書には、出来高部分払いを要求する工事部分

の、”数量”と”品質”を確認できる資料、すなわち受入検査に合格している証拠

書類を添付する必要がある。したがって、円滑な出来高部分払いを実施するために

は、工事日報の提出と確認を始めとする、常日頃の施工ﾌﾟﾛｾｽ管理の実践と的確な受

入検査が必要不可欠であることに注意しなければならない。 

（２）発注者は、受注者の出来高を受入検査して、出来高部分について、できるだけ

短い時間間隔で部分支払いしなければならない、という公共工事の社会的責任を全

うするために、第 55条(2)のように規定した。 

 

第 56条 原材料・工場製品等の出来高部分払い 

 

（１）建設材料、資材、工場製品等が現場に搬入（納入）された場合、それに関連す

る工事項目が完了しない限り、出来高部分払いの対象としないのを原則とする。 

（２）発注者と受注者との当該工事の契約書によって、建設材料、資材、工場製品等

が現場に搬入（納入）された時点で、当該物品の材料費のみについて出来高部分払

いすることもできる。 

 

（解説） 

（１）建設材料、資材、工場製品等について、現場に搬入（納入）された時点で出来

高部分払いする場合は、現場における、建設材料、資材、工場製品等の保管方法の

詳細について規定しておかなければならない。 

 

第 57条 出来高部分払いの留保 

 

（１）発注者は、各々の出来高部分支払いの金額を、最大 10%ずつ留保することがで

きる。 

（２）発注者が留保した金額は、受注者に通知し、通知後１カ月以内に、契約書で合

意した金融機関の、封鎖預金口座に払い込まなければならない。 
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（解説） 

（１）発注者は、当該工事が、契約書に従って履行（完成）されること、および、万

一瑕疵があった場合に、瑕疵担保責任が全うされること等が、保証される体制を整

備する必要（責務）がある。 

（２）日本の公共工事は、履行（完成）保証体制として、1995年までは、工事完成保

証人制度を採用してきた。しかし、工事完成保証人制度は、談合破りを防止し、談

合を揺るぎなくする原動力である、という指摘を受けて、1996年以降、これを廃止

している。そして、履行（完成）保証のｼｽﾃﾑが積極的に導入されないまま、今日に

いたっている。 

（３）本規則は、履行（完成）保証は、金銭保証を基本として、発注者からの支払い

金額の一部留保、受注者からの工事契約時点における供託金、および保証会社から

の保証書の発給等の、いずれかを選択してよいことにしている。 

（４）発注者からの支払い金額を一部留保する場合に、10％を上限としたのは、財務

基盤が脆弱な中小建設会社の、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの円滑化を考慮したからである。したがっ

て、この金額で、履行（完成）保証の金銭保証は十分であるという意味ではない。

当該工事の履行（完成）保証については、別途、これを定めなければならない。 

 

第２６章 時間賃金労働（時給による常用作業） 

 

第 58条 時給による工事費の支払い 

 

著しく小規模な工事の場合は、時給（時間当たりの単価）と実際に作業した延労働

者・時間数（人・時間）（工事数量）によって支払い金額を算定してよい。 

 

（解説） 

（１）時給（時間あたりの単価）と実際に作業した延労働者・時間数（人・時間）

（工事数量）によって、当該工事の支払い金額を算定する場合は、以下に示す事項

に留意しなければならない。 

① 工事契約書に、発注者と受注者が合意した、時給の値を明記する。 

② 時給を決定するにあたっては、労働者の直接の生活賃金に加えて、現場作業に

必要な材料、機械、器具、運搬、保管、管理等に要する費用、社会保険料や年金積

立金、諸経費等を、漏れなく考慮しなければならない。 

③ 受注者は、当該工事に関する工事日報および工事週報を、発注者に、遅滞なく

提出しなければならない。 

④ 発注者は、受領した工事日報および工事週報を、その内容を精査して、１週間

以内に、受注者に返却しなければならない。 
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第２７章 工事費の変更 

 

第 59条 工事数量の変動と単価；変動が±10％以内の場合 

 

工事数量が、当初の契約に定める範囲から 10%を上回る変動がない場合は、総価単

価契約による契約書で合意した契約（落札）単価を適用して工事費を算定する。 

 

第 60条 工事数量の変動と単価；変動が＋10％を上回る場合 

 

工事数量が、当初の契約に定める範囲から 10%を上回って変動した場合は、費用の

増加あるいは減少を考慮して、新しい単価を発注者と受注者が協議して合意しなけれ

ばならない。 

 

(解説) 

（１）工事数量が大幅に増加した場合、工程や工期に変化がなければ、現場管理費、

共通仮設費、一般管理費等の費用が、大量生産によって効率的に運用できたとして、

一般に単価を引き下げてもよい。ただし、工期の延長や施工条件の変化が伴うと、単

価の引き上げが必要な場合もあるので、工事数量が大幅に増加した場合は、新しい単

価を発注者と受注者が協議して合意しなければならない。 

 

第 61条 工事数量の変動と単価；変動が－10％を下回る場合 

 

工事数量が、当初の契約に定める範囲から 10%を下回って変動した場合は、単価を

引き上げなければならない。 

 

（解説） 

（１）工事数量が大幅に減少した場合は、減少した数量に配分されていた、現場管理

費、共通仮設費、一般管理費等の費用を補填することによって生じる増額分に相当す

るように単価を引き上げる必要がある。発注者と受注者が、工事内訳明細書の他の項

目の数量を増やす等の調整方法を協議して合意した場合は、この限りでなくてもよ

い。 

 

第２８章 リスク分担（不測の事態への対応） 

 

第 62条 建設現場の事故・災害への対応 

 

建設現場において労働災害・事故が発生した場合は、再発防止が第一義の原因究明

を目的とする調査委員会を設置して、受注者（元請会社）、発注者、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、専
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門工事業者、現場作業員（当事者の場合）の 5者から、公平に事情聴取するのを原則

とする。 

 

（解説） 

（１）我が国の労働安全衛生法・規則は、建設現場で事故・災害が発生した場合、元

方事業者責任すなわち受注者（元請負会社）の統括安全衛生管理責任者の管理責任

を問う法体系となっている。建設工事現場の様々な状況に影響する関係者は、受注

者（元請負会社）のみならず、発注者、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、専門工事業者、現場作業員

（当事者の場合）の５者といえる。 

（２）本規則は、受注者（元請負会社）、発注者、建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、専門工事業者、現場

作業員（当事者の場合）の 5者に、公平な役割と責任分担を課すことによって、建

設現場における労働災害・事故を防止することを目指している。したがって、万

一、建設現場で事故・災害が発生した場合は、この 5者から公平に事情聴取するこ

とにした。 

 

第２９章 工期の遅延及び短縮への対応 

 

第 63条 発注者による契約の解除 

 

受注者が当該工事の施工期間中に営業停止処分となった場合、発注者は、約定工期

の遵守が困難という理由で、当該工事の請負契約を解除することができる。 

 

（解説） 

（１）本規則における営業停止処分は、当該建設会社の本社（支店）、営業所、現場

事務所、建設現場等における、全ての企業活動を、所定の期間にわたって停止する

ことと規定されている。したがって、当該建設会社が営業停止処分となった期間

は、通常は、工事現場の出来高が進捗せず、約定工期を遵守することが困難となる

場合があるので、このように規定した。 

 

第３０章 引き渡し 

 

第 64条 出来高部分払いと引き渡しとの関係 

 

受注者の、当該工事部分の出来形に関する一般責任および欠陥（瑕疵担保）責任

は、出来高部分払いを実施済みかどうかに影響されない。 

 

（解説） 

（１）出来高部分払いを実施することは、当該工事部分の出来形（の一部分）を発注
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者に引き渡すこととは無関係であることを銘記する必要がある。 

 

第３１章 精算 

   

第 65条 精算 

 

発注者は、受注者から工事完了報告書と最終の請求書を受領後、1カ月以内に、支

払うことを原則とする。 

 

（解説） 

（１）やむを得ない場合であっても、最終の支払いは、2カ月以内に完了させなけれ

ばならない。 

 

第３２章 工事成績評定 

 

第 66条 工事成績評定 

 

工事が完了して精算が済んだ時点で、発注者は受注者の工事成績を評定してもよ

い。工事成績評定の対象は、現場代理人，監理技術者の資質と能力、工事目的物の

出来栄え、施工ﾌﾟﾛｾｽ管理の水準等の項目として、5段階の点数表示するのを標準と

する。 

工事成績評定した場合、その結果を直ちに文書で受注者に通知しなければならな

い。受注者が評定結果に同意した場合、評定結果は原則として公表する。 

 

(解説) 

（１）発注者が受注者の工事成績を評定する目的や是非について、必ずしも統一的

な見解があるわけはない。現在の日本の公共工事においては、発注者が様々な項

目について詳細な工事成績点数を付けるのが通例であるが、ｽｲｽ・ﾄﾞｲﾂ・ｵｰｽﾄﾘｱの

地方自治体の公共工事で、日本のようなやり方で工事成績を評定しているところ

は皆無である。工事成績が 85点と 65点の会社に、なぜ同じ工事金額を支払うの

かという問いかけに、必ずしも明快に回答できないという実情もある。 

（２）発注者にとって、将来の土木一式工事において発注業務と調達業務を執行す

る場合、応札してきた建設会社の工事実績と社会的評判、配置予定の現場代理

人・監理技術者の経歴・実績と評判等の情報を一定の範囲内で取得できることは

望ましいといえる。 

（３）受注者にとって、誠実に取り組んで完了した当該土木一式工事について、何

らかの外部評価を受けることは、将来を見据えた創造的反省と意欲的励みの源と

なる可能性があるといえる。 
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（４）本規則は、現在の日本の公共工事における工事成績評定のやり方は、高知県

の地方自治体（県市町村）が発注する小規模な土木一式工事に馴染まないという

立場にたっている。したがって、工事成績評定は、発注者が行っても行わなくて

もよいこととしている。 

（５）工事成績評定を行う場合は、現場代理人，監理技術者の資質と能力、工事目

的物の出来栄え、施工ﾌﾟﾛｾｽ管理の水準等の主要な項目について、秀、優、良、か

ろうじて十分、不十分（5，4，3，2，1）等の 5段階で評定するのがよい。様々な

項目について詳細に点数付けするのは、発注者の負担が大きくなると同時に受注

者の無用の圧力となる懸念もあり、小規模な土木一式工事場合は、費用対効果の

合理性が小さいと思われるので、このように規定した。 

（６）工事成績の評定方法は、各地方自治体で、その目的に応じて、別途定めてよ

い。 

 

第３３章 瑕疵担保請求 

 

第 67条 瑕疵担保期間 

 

高知県に拠点をおき、高知県知事許可を受けて、土木一式工事を主たる業務とす

る建設会社が、高知県で、高知県、高知市、香美市、四万十市等の地方自治体が発

注する、土木一式工事を施工した場合、その瑕疵担保期間は、以下に示す期間を標

準とする。 

① 主要構造物                4年間 

② 一般構造物、冷暖房設備、維持補修等    2年間 

③ 煙突、焼却炉等の工業用高熱環境の場合   1年間 

受注者は、瑕疵担保期間に不具合が顕在化した場合は、発注者と協議して、無償

で、不具合を除去しなければならない。 

 

第 68条 保証（前払、支払、履行（完成）） 

 

発注者は、入札公告における公募書類に、想定している当該工事の保証（前払、支

払、履行（完成））の方法について明記しなければならない。 

当該工事の保証（前払、支払、履行（完成））方法は、発注者と落札予定者とが交

渉して決定して、その内容を、工事契約書に明記するものとする。 

 

第３４章 本規則の改訂 

 

第 69条 本規則の改訂 
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本規則を改訂する手続きの詳細は、別途これを定める。 

 

（解説） 

（１）本規則の改定に関する手続きに関する作業は、(当分の間)高知の新たな公共工

事ｼｽﾃﾑ研究会が担当する。高知の新たな公共工事ｼｽﾃﾑ研究会の事務局は、高知工科大

学地域連携棟に設置する。 

 

平成 26年 3月 31日  

高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件（第一次原案） 

平成 26年 11月 10日 

高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件（第ニ次原案） 

平成 27年 3月 4日 

高知県版；公共調達規則（試案）土木一式工事の一般条件 


